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１ 開  会 

 

２ 理事長挨拶 

 

３ 議  事 

(1) 議長選出 

 

(2) 議事録署名人選出 

 

(3) 報告事項 

  ① 令和２年度事業報告について 

 

(4)  審議事項 

   ① 議案第１号 令和２年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書） 

          及び財産目録について 

 

  ② 議案第２号 会費の額について 

 

  ③ 議案第３号 役員の報酬の額について 
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令和２年度 事業報告 

 

北海道森と緑の会では、本道の豊かな森林を未来に引き継いでいくため、「『緑の募金』でふせごう

地球温暖化」をスローガンに、緑の募金活動に取り組むとともに、市町村やＮＰＯ、ボランティア団体

等と連携して、緑化事業や森林整備、木育の取り組みを進めてきました。また、森林・林業の普及推進

のため、林業技術や山つくりに関する情報の提供を積極的に行いました。 

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、街頭募金はすべて中止したほか、多くの事業

やイベントが中止又は延期となり、１０月に本道で開催される予定だった第４４回全国育樹祭も１年

延期されました。そうした中でも、感染予防対策を講じて、道庁前庭での道民森づくりの集い、幼稚園

でのシンボルツリー植樹、お魚増やす植樹、そして全国育樹祭開催 1 年前記念イベントなどを実施す

ることができました。また、オンライン上の仮想空間を会場とした「環境広場さっぽろ 2020 バーチャ

ルツアー」に木育ひろばを出展し、リモート木工体験を実施するなど、工夫した取組を行いました。 

第４４回全国育樹祭の機運を盛り上げ、全道各地で開催される記念事業や育樹行事を支援していく

ことを目的として引き続き協賛金の募集を行っています。 

 

 

Ⅰ（公１）森林整備緑化推進 

１ 緑化活動の推進 

（１）植樹祭、育樹祭への参加 

北海道、北海道森林管理局及び北海道森と緑の会共催による「北海道植樹祭」、（公社）国土

緑化推進機構と開催地都道府県の主催による全国植樹祭及び全国育樹祭はいずれも中止又は延

期となりましたが、全国育樹祭開催１年前記念イベントを開催し、カウントダウンボード除幕

式、プレ育樹などを実施しました。 

 

① 第７１回北海道植樹祭（令和２年 ５月 野幌森林公園 中止） 

② 第７１回全国植樹祭  （令和２年 ５月 島根県    延期） 

③ 第４４回全国育樹祭  （令和２年１０月  北海道    延期） 

   ④全国育樹祭開催１年前記念イベント 

  （令和２年１０月９～１０日 道庁赤れんが前庭、苫東和みの森） 

 

（２）緑の少年団活動 

① 緑の少年団活動発表大会 

（公社）国土緑化推進機構が主催する「全国緑の少年団活動発表大会」に推薦する団体を選考

するため、「北海道緑の少年団活動発表大会」を開催しました。 

 

・令和元年度北海道緑の少年団活動発表大会 

  令和２年３月に開催予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大のため、令和２年６月

に延期し、ビデオ審査により実施。 

   推薦：緑の少年団なかしべつ冒険クラブ（中標津町） 

   全国大会で「みどりの奨励賞（国土緑化推進機構理事長賞）」を受賞 

 

・令和２年度北海道緑の少年団活動発表大会  

令和３年３月にビデオ審査により実施。 

 推薦（予定）：ながぬま緑の少年団（長沼町） 

     

 なお、受賞した少年団には、全国育樹祭の併催行事である「全国緑の少年団活動発表大会」

で発表の機会が与えられます。 
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②緑の少年団の団旗の整備 

  緑の少年団には全国育樹祭の式典行事への参加が予定されていることから、森林ファンド

事業助成金を活用して、団旗が未整備の９団に団旗を制作し、贈呈しました。 

 

② 緑の少年団の概要（令和３年１月１日現在） 

学校の閉校などにより、昨年に比べ２団体が減少し、団員は１３４名の減少となっています。 

学校単位 地域単位 計 

団 数 団員数 団 数 団員数 団 数 団員数 

  ２６ １，０００ ９ ２０２ ３５ １，２０２ 

 

 

（３）緑化功労者等の顕彰 

① 全国緑化功労者表彰 

釧路市の大澤友厚氏が、令和２年度全国緑化功労者（林野庁長官賞）に選ばれました。 

大澤
おおさわ

  友
とも

厚
あつ

 氏  釧路市 

    なお、表彰は令和３年５月３０日（日）に島根県で開催される第７１回全国植樹祭において行

われますが、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、参加者規模を縮小して開催されることか

ら、出席は代表者のみとなります。 

② 東北・北海道地区緑化功労者表彰 

令和２年度東北・北海道地区緑化功労者に、当会から推薦していた次の２氏が選ばれました。

表彰式が行われる予定だった「令和２年度東北・北海道地区緑化推進協議会総会」は書面開催

となったため、当会から表彰状の伝達を行いました。 

        永井
な が い

 將人
まさひと

  氏  森町 

        三津橋
み つ は し

 英
ひで

実
み

 氏  下川町 

 

③ 北海道社会貢献賞（森を守り緑に親しむ功労者）表彰 

北海道社会貢献賞に次の方々が選ばれました。令和２年１２月１５日に札幌市で行われる予

定だった授賞式は中止となりました。 

 

氏 名 又は 団 体 名 所  在 

滝川緑の少年団 滝川市 

生活協同組合コープさっぽろ 札幌市 

苫小牧漁業協同組合女性部 苫小牧市 

齊藤 サダ 函館市 

興雄地区森林育成協同組合 興部町 
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（４）緑化関連公募事業 

① 森林ファンド事業 

（公社）国土緑化推進機構から「緑と水の森林ファンド」運用益による助成金を受け、当会

の緑化公募事業として「普及啓発」、「調査研究」、「活動基盤整備」、「国際交流」の４部

門について公募し、４３件を採択し、８，１３６千円を助成しました。事業一覧は付属資料 p.40-

41 に掲載しています。 

           令和２年度森林ファンド事業の実績      単位：千円 

区 分 件 数 助 成 額 

普及啓発 ２５ ６，１７４ 

調査研究   

活動基盤整備 １８ １，９６２ 

国際交流   

計 ４３ ８，１３６ 

 

② ゴルファ－緑化事業 

（一社）ゴルフ緑化促進会から、北海道の同団体加盟ゴルフ場を利用するゴルファーからの

寄付金を財源とした助成を受け、公共施設等の緑化事業について公募し、令和２年度は４件を

採択し、３０７千円を助成しました。事業一覧は付属資料 p.41 に掲載しています。 

 

（５）グリーンコーディネーター派遣事業 

地域の住民等による緑づくり活動を支援するため、緑づくりに関するノウハウを有するグリ

ーンコーディネーターを道内の９地域に派遣し、技術情報の提供や指導を行いました。 

 

（６）受託事業 

国の交付金を受けて実施する森林・山村多面的機能発揮対策事業の事務局として、ボランティ

アで森林整備を行う７９活動組織を支援するとともに、活動の成果を評価するモニタリング研

修や、チェーンソー・刈払機の安全技能研修を実施しました。 

また、モンゴル生活環境保全林造成事業に取り組み、技術者を派遣してモンゴルにおける森林

造成を支援しました。 

 

２ 林業技術普及 

（１）森と人を育てるコンクール 

全道の各地域において適切な森林整備を実践し、模範となる優良林分を育てている森林所有

者及び木育を実践している者を表彰するコンクールを北海道、（一社）北海道造林協会、北海道

森林組合連合会との共催により実施しました。道内各振興局森林室より推薦された森林及び木

育活動を審査し、優秀者を表彰しました。受賞者の一覧は付属資料 p.34 に掲載しています。 

 

（２）林業後継者育成対策 

林業グループの組織強化と活動の活性化を図るため、北海道林業グループ協議会へ助成し、活

動を支援したほか、北海道林業グループ協議会の以下の事業に協力し、林業後継者の育成を図り

ました。 

① 林業後継者育成事業（林業グループ活動の支援） 

② 森と緑を守る地域貢献活動支援事業 

 

（３）指導林家活動の支援 

北海道指導林家の組織強化と活性化を図るため、指導林家全道研修会の開催や、地域における

林業関係者の研修会に講師として指導林家を派遣する取り組みなど、北海道指導林家連絡協議
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会の活動を支援しました。 

 

（４）多様な担い手育成事業 

高校生を対象にインターンシップや林業技術現地研修会等を開催し、林業就業促進に結びつ

ける取り組みを行いました。 

① 高校生等の林業就業促進支援 

 

Ⅱ（公２）緑の募金活動 

１ 「緑の募金」運動の推進 

令和２年度の「緑の募金」運動は、募金額４千万円を目標として、道内の市町村緑化推進委員会、

自治会、職場、企業、学校の他、多くのボランティア団体等の協力をいただき、春と秋の２回実施し

ました。街頭募金は取りやめ、家庭募金、学校募金は実施主体の判断で感染防止対策を講じることが

可能な場合は実施、職場募金、企業募金は例年どおり協力要請を行いました。 

 

（１）募金期間 

① 春の募金運動 

・「緑の募金」運動期間     令和２年 ４月１５日～ ５月３１日 

・ 北海道緑化募金         令和２年 ６月 １日～ ６月３０日 

② 秋の募金運動 

・「緑の募金」運動期間     令和２年 ９月 １日～１０月３１日 

 

（２）募金キャンペーン等の実施 

① 北海道木育フェスタ開会式（緑の募金出発式） 

北海道、北海道森林管理局、北海道森と緑の会等の共催により毎年開催していた「北海道木

育フェスタ開会式（緑の募金出発式）」は中止となりました。 

 

② 募金協力団体による街頭募金 

街頭募金は新型コロナウイルス感染拡大のため、実施できませんでした。 

 

   ③ 環境広場さっぽろ 2020 バーチャルツアー 

オンライン上の仮想空間（バーチャル札幌ドーム）を会場としたイベントに木育広場を出展

し、動画などで募金キャンペーン等を実施しました。 

 

２ 「緑の募金」実績 

（１）実績結果 

募金総額 ２５，２９１千円 （対前年度比 74.2％） 

 

        募金方法別の募金額                           単位：千円  

区分 募金額合計 
募金方法別内訳    

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他 

R２実績 25,291  7,611  129  5,963  8,825  1,052  1,713  

Ｒ元実績 34,080  8,501  3,426  6,488  11,661  2,452  1,552  

増減 -8,788  -890  -3,298  -526  -2,836  -1,400  161  

前年比 74.2% 89.5% 3.8% 91.9% 75.7% 42.9% 110.4% 

＊千円未満四捨五入のため、合計が一致しない場合があります。 

市町村別の募金実績は付属資料 p.36-39 に掲載しています。        
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（２）緑の募金の運用 

① 市町村等緑化事業（助成事業） 

市町村緑化推進委員会等が実施する公園や街路などの公共施設や学校緑化、植樹祭などに対

し、交付金を交付しました。 

・ 交付団体 １２４団体 

・ 交 付 額 １１，３４０千円 

 

② 団体緑化事業 

当会が指定する「緑の募金」協力団体が行った募金活動実績に基づき、団体が進める自主的

な森づくり活動に交付金を交付しました。 

・ 交付団体   ９団体 

・ 交 付 額  ５３６千円 

 

③ 緑化公募事業 

当会の公募事業に応募し、採択を受けたボランティア団体、市町村緑化推進委員会等が地域

住民と協働で取り組む森づくり活動に助成金を交付しました。事業一覧は付属資料 p.42 に掲載

しています。 

・ 採択事業数 ３０件 

・ 交 付 額  １，２４２千円 

 

④ 国土緑化推進機構交付金 

（公社）国土緑化推進機構が進める全国の緑化活動や国際緑化協力、東日本大震災復興事業

等に充当する経費として、法律に基づき、交付金を交付しました。 

・ 交 付 額  ７６１千円 

 

⑤ 募金活動の推進 

募金活動に必要となる緑の羽根や街頭募金箱、ポスター、パンフレット、のぼり等の各種募

金資材を当会が一括作製、調達し、市町村緑化推進委員会等に配送しました。また、当会オリ

ジナルの募金資材として、道産トドマツ製募金箱を作成し、配布しました。 

広報誌「みどりの Gift」（緑の栄光第 68 号）を発行し、関係機関、団体、会員等に配布しま

した。 

 

（３）緑化運動の普及啓発 

ふるさとの森林や緑の大切さ、緑化活動への参加などを広く啓発することを目的として、全道

の小・中学校、高等学校の児童、生徒を対象にポスター原画、標語の作品募集を行いました。 

後援：北海道、北海道教育庁 

協力：北海道森林組合連合会 

・ 応募作品数６４８点（標語３５１点、ポスター原画２９７点） 

・ 最優秀作品は、令和３年度「緑の募金」ポスター、チラシに採用したほか、広報誌「み

どりの Gift」の表紙、カレンダーなどに活用しました。 

・ 入賞作品一覧は付属資料 p.32 に掲載しています。 

 

（４）「緑の募金」顕彰 

令和２年度に「緑の募金」に多額のご浄財を寄せられました団体・個人を顕彰して、国土緑化

推進機構理事長、当会理事長による感謝状を贈呈します。顕彰者の一覧は付属資料 p.35 に掲載

しています。 
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Ⅲ（公３）北の大地の森づくり基金 

令和３年１０月９日～１０日に本道で開催される第４４回全国育樹祭を成功させるために、全道で

開催機運を盛り上げるための PR を行うとともに、全道各地で開催される記念事業や育樹行事を支援し

ていくことを目的として協賛金の募集を行っています。寄せられた寄附金は、第５８回全国植樹祭から

受け継いだ「北の大地の森づくり基金」に繰り入れ、全国育樹祭を成功させ、全国植樹祭及び全国育樹

祭の趣旨を広く永く伝えていくために行う事業に活用することとしています。 

 

 

１ 第４４回全国育樹祭協賛金の募集 

協賛金総額  ２１，６３５千円（令和３年３月３１日現在） 

 

２ 北の大地の森づくり基金事業 

（１）全国植樹祭記念の森の保全と活用 

① 全国植樹祭記念の森ボランティア活動支援交付金 

第５８回全国植樹祭で植えられた樹木の保育管理のため、除伐等を行う森づくりボランティ

ア団体等への助成を行いました。 

活動団体 ６団体、助成額 ３０５千円 

 

② 里山づくりモデル事業助成金 

第５８回全国植樹祭の開催地である「苫東・和みの森」を活用し、道民が森を日常的に利用

し、保全する現代的な里山づくりモデル事業に対して助成を行いました。 

活動団体 １団体、助成額 ２５０千円 

 

（２）全国育樹祭開催記念事業 

① 地域育樹等活動交付金 

第４４回全国育樹祭の機運を盛り上げ、成功させるために、育樹等の森づくりを啓発する記

念事業に対して助成を行いました。 

１件 １５０千円 

 

 

Ⅳ（収１）刊行物発行・図書斡旋 

森林・林業や緑づくりに関する情報誌や解説書、技術書の発行、頒布、斡旋を行いました。 

 

１ 刊行物発行 

（１）刊行物発行 

「樹木の名前を知る図鑑」、「森で遊ぼう」シリーズ、「北海道樹木の病気・虫害・獣害」

「森林・林業・木材基本用語の解説」、「セミナーテキスト」などを発行しました。 

刊行図書の一覧は付属資料 p.43 に掲載しています。 

 

（２）林業情報誌「山つくり」の発行 

山つくり技術の伝承と山つくり情報の提供を目的に、情報誌「山つくり」を発行し、森林所

有者や市町村、森林組合等の林業事業体などの年間購読者に配布しました。 

① 経常号  年６回発行（隔月発行 ２，１６８部×６回） 

② 地域版  ８地域 （１０，３８０部） 
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２ 図書斡旋 

  （１）林業技術普及図書等の発行、斡旋 

一般社団法人全国林業改良普及協会、その他機関が発行した図書を斡旋、頒布しました。 

① （一社）全国林業改良普及協会発行 

「林業新知識」「現代林業」「林業改良普及双書」「道具と技」ほか 

② その他 

今田秀樹著「2018 北海道の巨樹・名木 150 選」ほか 

 

 

Ⅴ 法人管理 

１ 組織及び執行体制 

（１）会員の動向 

新規入会の呼びかけなどにより新たに３名が正会員に加入した一方、退会申し出、死亡などに

より６名が退会し、差し引き３名の減。賛助会員は、１名増、２７名減。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）役員及び職員 

当会は、名誉会長１名、相談役１名 、理事１５名（うち理事長１、副理事長１、専務理事１）、  

監事２名、事務局職員６名の構成となっています。（令和３年４月１日現在） 

 

 

 

    令和元年度末 増 減 令和 2 年度末 

正会員 個人 72 2 -5 69 

  企業・団体 174 1 -1 174 

  計 246 3 -6 243 

賛助会員 個人 228 1 -23 206 

  企業・団体 203   -4 199 

  計 431 1 -27 405 

合計   677 4 -33 648 
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２　法人の運営

（１）総会

区分 開催年月日 場　所

【報告事項】

令和元年度事業報告

【審議事項】

①
令和元年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目
録について

② 会費の額について

③ 役員の報酬の額について

④ 役員の一部改選について

【その他】

① 令和２年度事業計画並びに収支予算について

② 資金調達及び設備投資の見込み

③ 事務所の移転について

（２）理事会

区分 開催年月日 場　所

【報告事項】

理事長及び専務理事の職務執行状況について

【審議事項】

① 令和元年度事業報告

②
令和元年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目
録について

③ 役員の一部改選について

④ 通常総会の開催について

⑤ 令和2年度通常総会提出議案について

⑥ 事務所の移転について

【その他】

令和2年度総会での報告事項について

【報告事項】

① 理事長及び専務理事の職務執行状況について

② 令和2年度事情実施状況について

【審議事項】

① 会費の額（案）

② 役員の報酬の額（案）

③ 令和3年度事業計画並びに収支予算

④ 令和3年度の資金調達及び設備投資の見込み

（３）監査

区分 実施年月日 場　所

【監査項目】

① 令和元年度事業報告

②
令和元年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目
録について

③ その他決裁資料等

【監査結果】

① 事業報告は法人の状況を正しく示している。

②
計算書類等並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に示し
ている。

【説明者】

専務理事　大堀尚己、事務局長　綾部　勉、総務経理課長　中島清美

定期監査 R2.4.17 北海道水産ビル

R2.4.24 書面開催

書面開催R3.3.30第2回

議事及び議決事項

議事及び議決事項

　監査項目及び結果

通常総会 R2.5.27
ホテルポールス
ター札幌

第1回
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議案第１号 

 

 

 

令和２年度計算書類（貸借対照表及び正味 

財産増減計算書）及び財産目録ついて 
 

 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日 
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公益社団法人　北海道森と緑の会 (単位：円）

        正味財産合計 37,848,869 35,544,068 2,304,801

        負債及び正味財産合計 56,004,322 50,259,730 5,744,592

  ２．一般正味財産 14,123,365 14,862,249 △ 738,884

        （うち特定資産への充当額） 0 0 0

        指定正味財産合計 23,725,504 20,681,819 3,043,685

                      （うち特定資産への充当額） (23,382,182) (20,681,819) (2,700,363)

Ⅲ　正味財産の部

  １．指定正味財産

        固定負債合計 0 0 0

        負債合計 18,155,453 14,715,662 3,439,791

  ２．固定負債

          預り金 9,355,598 8,914,464 441,134

        流動負債合計 18,155,453 14,715,662 3,439,791

          仮受金 3,300 0 3,300

        資産合計 56,004,322 50,259,730 5,744,592

Ⅱ　負債の部

          前受金 475,000 592,000 △ 117,000

  １．流動負債

          未払金 8,321,555 5,209,198 3,112,357

        その他固定資産合計 532,901 2,337,747 △ 1,804,846

        固定資産合計 33,183,789 31,855,694 1,328,095

          敷金 0 428,850 △ 428,850

          普通預金（敷金相当額） 0 1,120,650 △ 1,120,650

          什器備品 263,141 438,567 △ 175,426

          電話加入権 30,000 30,000 0

        特定資産合計 32,650,888 29,517,947 3,132,941

    (2) その他固定資産

          ソフトウェア 239,760 319,680 △ 79,920

          緑の募金預り金積立資産 9,268,706 8,836,128 432,578

          北の大地の森づくり基金 19,208,937 16,508,574 2,700,363

    (1) 特定資産

          緑の募金積立資産 4,173,245 4,173,245 0

        流動資産合計 22,820,533 18,404,036 4,416,497

  ２．固定資産

          商品 2,218,123 4,379,553 △ 2,161,430

          現金預金 11,777,818 7,375,373 4,402,445

          未収金 8,624,592 6,219,110 2,405,482

          仮払金 200,000 430,000 △ 230,000

Ⅰ　資産の部

  １．流動資産

【　貸借対照表　】
令和３年３月３１日現在

科        目 当年度 前年度 増  減
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公益社団法人　北海道森と緑の会 (単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
①特定資産運用益 963 853 110
②受取会費 4,967,000 5,077,000 △ 110,000

個人正会員会費 325,000 325,000 0
企業・団体正会員会費 1,929,000 1,919,000 10,000
賛助会員会費 2,713,000 2,833,000 △ 120,000

③事業収益 64,221,344 74,608,478 △ 10,387,134
公社）国土緑化推進機構交付金 14,584,000 15,422,000 △ 838,000
ゴルファー緑化促進協力会交付金 580,000 537,000 43,000
受託事業 8,656,475 8,060,842 595,633
緑の募金収入 25,291,426 34,531,966 △ 9,240,540
北の大地の森づくり基金収益 2,241,815 2,989,656 △ 747,841
刊行物売上 7,987,728 7,970,182 17,546
斡旋図書売上 1,977,500 1,955,336 22,164
図書販売手数料 11,400 17,196 △ 5,796
広告料 2,891,000 3,124,300 △ 233,300

④受取寄付金 1,191,524 571,213 620,311
受取寄付金 1,191,524 571,213 620,311

⑤雑収益 4,537,824 224,564 4,313,260
雑収益 4,537,757 224,521 4,313,236
受取利息 67 43 24

経常収益計 74,918,655 80,482,108 △ 5,563,453
（２）経常費用
事業費 67,830,021 76,892,562 △ 9,062,541

役員報酬 1,162,000 1,162,000 0
給料手当 12,352,000 11,912,000 440,000
福利厚生費 2,256,999 2,305,400 △ 48,401
減価償却費 248,953 183,168 65,785
旅費交通費 1,521,003 2,907,943 △ 1,386,940
消耗品費 1,795,588 2,110,782 △ 315,194
通信運搬費 1,477,101 1,748,439 △ 271,338
刊行物発行費 6,547,455 4,784,818 1,762,637
斡旋図書仕入費 1,393,117 1,256,815 136,302
共益費 1,193,659 1,211,150 △ 17,491
光熱水料費 135,829 135,003 826
賃借料 2,398,185 2,806,001 △ 407,816
租税公課 752,400 635,500 116,900
支払負担金　 1,078,550 1,967,610 △ 889,060
支払助成金 21,003,875 27,065,242 △ 6,061,367
事業推進費 8,249,156 10,801,027 △ 2,551,871
資材購入費 2,269,756 2,319,670 △ 49,914
委託費 553,000 0 553,000
管理諸費 677,160 752,320 △ 75,160
支払手数料 488,422 0 488,422
貸倒損失 0 2,100 △ 2,100
雑費 275,813 825,574 △ 549,761

管理費 7,885,818 5,370,500 2,515,318
役員報酬 2,558,000 2,558,000 0
給料手当 704,000 812,000 △ 108,000
福利厚生費 477,442 511,812 △ 34,370
減価償却費 6,393 6,393 0
旅費交通費 203,280 191,220 12,060
消耗品費 65,807 124,202 △ 58,395
光熱水料費 7,149 0 7,149
共益費 74,841 79,000 △ 4,159
賃借料 1,485,217 161,320 1,323,897
支払負担金　 60,000 68,500 △ 8,500
会議費 253,712 372,383 △ 118,671
租税公課 71,450 71,050 400
管理諸費 279,840 185,000 94,840
通信運搬費 132,900 80,780 52,120
委託費 1,389,007 0 1,389,007
支払手数料 65,234 0 65,234
雑費 51,546 148,840 △ 97,294

経常費用計 75,715,839 82,263,062 △ 6,547,223
当期経常増減額 △ 797,184 △ 1,780,954 983,770

２．経常外増減の部
（１）経常外収益
過年度損益修正益 58,300 0 58,300
経常外収益計 58,300 0 58,300

（２）経常外費用
固定資産除却損 0 6 △ 6
経常外費用計 0 6 △ 6

当期経常外増減額 58,300 △ 6 58,306
△ 738,884 △ 1,780,960 1,042,076

一般正味財産期首残高 14,862,249 16,643,209 △ 1,780,960
一般正味財産期末残高 14,123,365 14,862,249 △ 738,884

Ⅱ　指定正味財産増減の部
緑の募金収入 25,291,426 34,016,357 △ 8,724,931
北の大地基金 5,285,500 16,985,000 △ 11,699,500
一般正味財産への振替額 △ 27,533,241 △ 37,006,013 9,472,772
当期指定正味財産増減額 3,043,685 13,995,344 △ 10,951,659
指定正味財産期首残高 20,681,819 6,686,475 13,995,344
指定正味財産期末残高 23,725,504 20,681,819 3,043,685

Ⅲ　正味財産期末残高 37,848,869 35,544,068 2,304,801

科     目

当期一般正味財産増減額

【　正味財産増減計算書　】
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

当年度 前年度 増減
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　　１．重要な会計方針

　　　（１）棚卸資産の評価方法
　　　　 　個別法による原価法に基づく低価法とする。

　　　（２）固定資産の減価償却方法
　有形固定資産については、定率法による減価償却を実施している。

　　　（３）消費税等の会計処理
　　　　　 　税込処理

　　２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
　　　　 　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
小　計 0 0 0 0

特定資産
緑の募金 4,173,245 35,302,916 35,302,916 4,173,245
緑の募金預り金 8,836,128 2,226,420 1,793,842 9,268,706
北の大地の森づくり基金 16,508,574 7,967,735 5,267,372 19,208,937
小　計 29,517,947 45,497,071 42,364,130 32,650,888

合　計 29,517,947 45,497,071 42,364,130 32,650,888

　　３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
　　　　 　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産
小　計 0 （　　　　　0） （　　　　　0） （　　　　　0）

特定資産
緑の募金 4,173,245 (4,173,245) （　　　　　0） （　　　　　0）
緑の募金預り金 9,268,706 （　　　　　0） （　　　　　0） (9,268,706)
北の大地の森づくり基金 19,208,937 (19,208,937) （　　　　　0） （　　　　　0）
小　計 32,650,888 (23,382,182) （　　　　　0） (9,268,706)

合　計 32,650,888 (23,382,182) （　　　　　0） (9,268,706)

　　４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高
　　　 　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
什器備品（着ぐるみ　芽森） 548,208 285,067 263,141
ソフトウェア（ＰＣＡ公益法人会計ＤＸ） 399,600 159,840 239,760

　　５．重要な後発事象
　　 　なし

　　６．その他
　なし

財務諸表に対する注記

科目

科目

（うち負債に
対応する額）

（単位：円）

（単位：円）

当期末残高
（うち指定正味財産
からの充当額）

（うち一般正味財産
からの充当額）科目
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公益社団法人　北海道森と緑の会 (単位：円）

（流動資産）
現金
預金

未収金

仮払金

商品

（固定資産）
特定資産 緑の募金積立資産

緑の募金預り金
積立資産

北の大地の森づくり基金

什器備品
ソフトウェア

　うち収益事業等の財源として使用する財産14.9%

電話加入権

　うち収益事業等の財源として使用する財産14.9%

（流動負債） 未払金
緑の募金未払金 緑の募金事業関連費用

書籍代金　北海道の巨樹・名木150選　他

前受金

仮受金

預り金

（固定負債）

        負債合計
        正味財産

役職員 労災・社会保険料 21,252
役職員等 源泉所得税 65,640

37,848,869

団体緑化事業預り金 協力団体が進める森づくり活動交付金 9,268,706
＜預り金計＞ 9,355,598

固定負債合計 0
18,155,453

流動負債合計 18,155,453

今田秀樹　他 205,740
＜未払金計＞ 8,321,555

＜仮受金計＞ 3,300

＜前受金計＞ 475,000
一般社団法人ゴルフ緑化促進会 令和３度ゴルファー緑化事業助成金 475,000

刊行物売上 北海道巨樹名木代金 3,300

固定資産合計 33,183,789

緑と水の森林基金未払金 森林整備事業交付金等 7,245,535
資産合計 56,004,322

その他の
固定資産

着ぐるみ　芽森 公１事業にて使用 263,141

＜その他の固定資産計＞ 532,901

　うち公益目的保有財産77.1% 23,138
4,473

　うち管理運営目的の財源として使用する財産8% 2,389

35,724
　うち管理運営目的の財源として使用する財産8% 19,182

３回線 （共用財産） 30,000

ＰＣＡ公益法人会計ＤＸ （共用財産） 239,760
　うち公益目的保有財産77.1% 184,854

財源として使用している。

＜特定資産計＞ 32,650,888
ゆうちょ銀行④ 49,253

3,309,186

＜普通預金＞
北洋銀行　札幌駅南口支店⑤ 公益目的保有財産であり、北の大地基金事業の 19,159,684

団体緑化預り金の財源として使用している。
＜普通預金＞
北洋銀行　札幌駅南口支店② 959,520
北洋銀行　札幌駅南口支店④

＜定期預金＞
大地みらい信用金庫　札幌支店 公益目的保有財産であり、緑の募金事業の 5,000,000

ゆうちょ銀行③ 1,043,456

大地みらい信用金庫　札幌支店 100,471
北海道信用漁業協同組合連合会 1,005,016

北洋銀行　札幌駅南口支店② 公益目的保有財産であり、緑の募金事業の 1,290,751
北海道銀行　本店営業部 財源として使用している。 733,551

＜普通預金＞

流動資産合計 22,820,533

　　　計5,810冊 ＜商品計＞ 2,218,123

＜未収金計＞ 8,624,592

書籍『北海道林業の見どころ』他 収１：刊行物図書事業の在庫である。 2,218,123

斡旋図書売上未収金 収１：斡旋図書売上の未収金である。 21,360

北海道森林・山村多面的機能 事務費立替代金 200,000
発揮対策地域協議会 ＜仮払金計＞ 200,000

名簿未収金 収１：刊行物売上-林務関係名簿の未収金である。 30,000
刊行物売上未収金 収１：刊行物売上の未収金である。 77,672

緑の募金未収金 公2：事業収益の未収金である。 31,100
山つくり未収金 収１：刊行物売上-山つくりの未収金である。 20,300
山つくり地域版未収金 収１：刊行物売上-山つくりの未収金である。 29,160

2,240,395

広告料未収金 収１：広告料の未収金である。 61,000

北海道銀行　道庁支店 公共通、収1：運転資金として 613,569

ゆうちょ銀行① 公１、公共通、他１、管理運営：運転資金として 147,513
三菱東京UFJ銀行 公共通：運転資金として 109,854

ゆうちょ銀行② 収1：運転資金として 968,967

緑と水の森林基金未収金 公1：事業収益の未収金である。 8,354,000

＜現金・預金計＞ 11,777,818

870,280

【　財産目録　】
令和３年３月３１日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

北洋銀行　札幌駅南口支店③ 収1：運転資金として 2,689,548

＜普通預金＞
北洋銀行　札幌駅南口支店① 公１、公共通、他１、管理運営：運転資金として 4,975,915

手元保管 運転資金として 32,057

北洋銀行　札幌駅南口支店② 公２：運転資金として
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公益社団法人　北海道森と緑の会 (単位：円）

Ⅰ　資産の部

【　貸借対照表　内訳表　】
令和３年３月３１日現在

科        目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引控除 合計

          現金預金 6,345,126 3,756,696 1,675,996 11,777,818

  １．流動資産

          仮払金 1,274,641 0 0 △ 1,074,641 200,000

          未収金 8,385,100 239,492 0 8,624,592

          商品 0 2,218,123 0 2,218,123

  ２．固定資産

        流動資産合計 16,004,867 6,214,311 1,675,996 △ 1,074,641 22,820,533

          緑の募金積立資産 4,173,245 0 0 4,173,245

    (1) 特定資産

          北の大地の森づくり基金 19,208,937 0 0 19,208,937

          緑の募金預り金積立資産 9,268,706 0 0 9,268,706

    (2) その他固定資産

        特定資産合計 32,650,888 0 0 0 32,650,888

          電話加入権 23,138 4,473 2,389 30,000

          什器備品 263,141 0 0 263,141

          ソフトウェア 184,854 35,724 19,182 239,760

        その他固定資産合計 471,133 40,197 21,571 0 532,901

        資産合計 49,126,888 6,254,508 1,697,567 △ 1,074,641 56,004,322

        固定資産合計 33,122,021 40,197 21,571 0 33,183,789

  １．流動負債

Ⅱ　負債の部

          前受金 475,000 0 0 475,000

          未払金 8,295,815 18,700 7,040 8,321,555

          預り金 9,268,706 0 86,892 9,355,598

        流動負債合計 18,140,264 156,865 932,965 △ 1,074,641 18,155,453

        固定負債合計 0 0 0 0 0

          仮受金 100,743 138,165 839,033 △ 1,074,641 3,300

  ２．固定負債

Ⅲ　正味財産の部

        負債合計 18,140,264 156,865 932,965 △ 1,074,641 18,155,453

        指定正味財産合計 23,725,504 0 0 23,725,504

  １．指定正味財産

  ２．一般正味財産 7,261,120 6,097,643 764,602 0 14,123,365

               （うち特定資産への充当額） (23,382,182) 0 0 (23,382,182)

        正味財産合計 30,986,624 6,097,643 764,602 0 37,848,869

        （うち特定資産への充当額）

        負債及び正味財産合計 49,126,888 6,254,508 1,697,567 △ 1,074,641 56,004,322

0 0 0 0
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公益社団法人　北海道森と緑の会 (単位：円）

森林整備緑化
推進事業

緑の募金事業
北の大地基金

事業
共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
①特定資産運用益 796 167 963 0 △ 963

②受取会費 0 0 0 1,127,000 1,127,000 1,000,000 △ 127,000

正会員会費 1,127,000 1,127,000 1,000,000 △ 127,000

賛助会員会費 0 0 0

③事業収益 23,820,475 25,291,426 2,241,815 0 51,353,716 63,844,000 12,490,284

14,584,000 14,584,000 13,480,000 △ 1,104,000

580,000 580,000 537,000 △ 43,000

受託事業 8,656,475 8,656,475 7,740,000 △ 916,475

緑の募金収益 25,291,426 25,291,426 35,547,000 10,255,574

2,241,815 2,241,815 6,540,000 4,298,185

刊行物売上 0 0 0

斡旋図書売上 0 0 0

図書販売手数料 0 0 0

広告料 0 0 0

④受取寄付金 0 0 0 191,524 191,524 150,000 △ 41,524

受取寄付金 191,524 191,524 150,000 △ 41,524

⑤雑収益 32 0 0 0 32 1,150,000 1,149,968

受取利息 32 32 0 △ 32

雑収益 0 1,150,000 1,150,000

経常収益計 23,820,507 25,292,222 2,241,982 1,318,524 52,673,235 66,144,000 13,470,765

（２）経常費用
役員報酬 154,000 930,000 78,000 1,162,000 1,162,000 0

給料手当 4,544,000 3,264,000 704,000 256,000 8,768,000 8,359,000 △ 409,000

福利厚生費 792,120 683,610 130,211 43,404 1,649,345 1,652,000 2,655

旅費交通費 805,893 321,600 14,100 21,960 1,163,553 2,335,000 1,171,447

通信運搬費 837,978 384,952 88,414 2,000 1,313,344 1,372,000 58,656

減価償却費 175,426 61,619 237,045 125,000 △ 112,045

会議費 0 0 0

刊行物発行費 0 0 0

斡旋図書仕入費 0 0 0

消耗品費 907,696 514,562 75,456 240,158 1,737,872 1,349,000 △ 388,872

共益費 456,068 284,736 15,222 38,055 794,081 839,000 44,919

光熱水料費 65,241 20,546 1,430 5,719 92,936 97,000 4,064

賃借料 1,238,243 450,761 127,803 27,565 1,844,372 3,042,000 1,197,628

租税公課 376,200 376,200 380,000 3,800

支払負担金　 267,550 761,000 50,000 1,078,550 1,919,000 840,450

支払助成金 6,711,000 13,837,935 454,940 21,003,875 30,361,000 9,357,125

事業推進費 6,239,855 1,549,501 459,800 8,249,156 10,062,000 1,812,844

資材購入費 2,269,756 2,269,756 2,400,000 130,244

委託費 130,000 130,000 65,000 33,000 358,000 358,000 0

管理諸費 13,200 153,560 166,760 190,000 23,240

支払手数料 34,980 234,839 26,543 9,066 305,428 0 △ 305,428

雑費 180,022 13,475 1,063 1,870 196,430 142,000 △ 54,430

経常費用計 23,929,472 25,651,273 2,241,982 943,976 52,766,703 66,144,000 13,377,297

当期経常増減額 △ 108,965 △ 359,051 0 374,548 △ 93,468 0 93,468

２．経常外増減の部
（１）経常外収益
過年度損益修正益 58,300 58,300 0 △ 58,300

経常外収益計 0 58,300 0 0 58,300 0 △ 58,300

（２）経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 58,300 0 0 58,300 0 △ 58,300

△ 108,965 △ 300,751 0 374,548 △ 35,168 0 35,168

他会計振替額 0 0 0

△ 108,965 △ 300,751 0 374,548 △ 35,168 0 35,168

一般正味財産期首残高 2,507,046 2,098,175 0 2,691,067 7,296,288 6,684,083 △ 612,205

一般正味財産期末残高 2,398,081 1,797,424 0 3,065,615 7,261,120 6,684,083 △ 577,037

Ⅱ　指定正味財産増減の部
緑の募金収入 0 25,291,426 0 0 25,291,426 40,000,000 14,708,574

北の大地基金 0 0 5,285,500 0 5,285,500 15,000,000 9,714,500

一般正味財産への振替額 0 △ 25,291,426 △ 2,241,815 0 △ 27,533,241 △ 42,087,000 △ 14,553,759

当期指定正味財産増減額 0 0 3,043,685 0 3,043,685 12,913,000 9,869,315

指定正味財産期首残高 0 4,173,245 16,508,574 0 20,681,819 18,774,557 △ 1,907,262

指定正味財産期末残高 0 4,173,245 19,552,259 0 23,725,504 31,687,557 7,962,053

Ⅲ　正味財産期末残高 2,398,081 5,970,669 19,552,259 3,065,615 30,986,624 38,371,640 7,385,016

【　正味財産増減計算書　内訳表　】
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

科     目
公益目的事業会計

予算額 差異

当期一般正味財産増減額

（公社）国土緑化推進機構交付金
（公社）ゴルフ緑化促進会交付金

北の大地の森づくり収益

他会計振替前当期一般正味財産増減額
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公益社団法人　北海道森と緑の会 (単位：円）

刊行物
図書事業

北海道
公募事業

共通 小計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 0 △ 963

0 0 0 0 0 0 3,840,000 4,000,000 160,000 4,967,000 5,000,000 33,000

0 0 0 1,127,000 994,000 △ 133,000 2,254,000 1,994,000 △ 260,000

0 0 0 2,713,000 3,006,000 293,000 2,713,000 3,006,000 293,000

12,867,628 0 0 12,867,628 13,700,000 832,372 0 0 0 64,221,344 77,544,000 13,322,656

0 0 0 0 0 0 14,584,000 13,480,000 △ 1,104,000

0 0 0 0 0 0 580,000 537,000 △ 43,000

0 0 0 0 0 0 8,656,475 7,740,000 △ 916,475

0 0 0 0 0 0 25,291,426 35,547,000 10,255,574

0 0 0 0 0 0 2,241,815 6,540,000 4,298,185

7,987,728 7,987,728 8,400,000 412,272 0 0 0 7,987,728 8,400,000 412,272

1,977,500 1,977,500 2,300,000 322,500 0 0 0 1,977,500 2,300,000 322,500

11,400 11,400 100,000 88,600 0 0 0 11,400 100,000 88,600

2,891,000 2,891,000 2,900,000 9,000 0 0 0 2,891,000 2,900,000 9,000

0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 1,191,524 1,150,000 △ 41,524

0 0 0 1,000,000 1,000,000 0 1,191,524 1,150,000 △ 41,524

2,071,510 0 0 2,071,510 0 △ 2,071,510 2,466,282 0 △ 2,466,282 4,537,824 1,150,000 △ 3,387,824

18 18 0 △ 18 17 0 △ 17 67 0 △ 67

2,071,492 2,071,492 0 △ 2,071,492 2,466,265 0 △ 2,466,265 4,537,757 1,150,000 △ 3,387,757

14,939,138 0 0 14,939,138 13,700,000 △ 1,239,138 7,306,282 5,000,000 △ 2,306,282 74,918,655 84,844,000 9,925,345

0 0 0 2,558,000 2,558,000 0 3,720,000 3,720,000 0

3,584,000 3,584,000 3,629,000 45,000 704,000 713,000 9,000 13,056,000 12,701,000 △ 355,000

607,654 607,654 642,000 34,346 477,442 505,000 27,558 2,734,441 2,799,000 64,559

357,450 357,450 130,000 △ 227,450 203,280 200,000 △ 3,280 1,724,283 2,665,000 940,717

163,757 163,757 200,000 36,243 132,900 70,000 △ 62,900 1,610,001 1,642,000 31,999

11,908 11,908 0 △ 11,908 6,393 15,000 8,607 255,346 140,000 △ 115,346

0 0 0 253,712 370,000 116,288 253,712 370,000 116,288

6,547,455 6,547,455 4,700,000 △ 1,847,455 0 0 6,547,455 4,700,000 △ 1,847,455

1,393,117 1,393,117 1,600,000 206,883 0 0 1,393,117 1,600,000 206,883

57,716 57,716 100,000 42,284 65,807 50,000 △ 15,807 1,861,395 1,499,000 △ 362,395

399,578 399,578 422,000 22,422 74,841 79,000 4,159 1,268,500 1,340,000 71,500

42,893 42,893 45,000 2,107 7,149 8,000 851 142,978 150,000 7,022

553,813 553,813 748,000 194,187 1,485,217 170,000 △ 1,315,217 3,883,402 3,960,000 76,598

376,200 376,200 383,000 6,800 71,450 71,000 △ 450 823,850 834,000 10,150

0 0 0 60,000 69,000 9,000 1,138,550 1,988,000 849,450

0 0 0 0 0 21,003,875 30,361,000 9,357,125

0 0 0 0 0 8,249,156 10,062,000 1,812,844

0 0 0 0 0 2,269,756 2,400,000 130,244

195,000 195,000 195,000 0 1,389,007 98,000 △ 1,291,007 1,942,007 651,000 △ 1,291,007

510,400 510,400 475,000 △ 35,400 279,840 285,000 5,160 957,000 950,000 △ 7,000

182,994 182,994 △ 182,994 65,234 △ 65,234 553,656 0 △ 553,656

79,383 79,383 50,000 △ 29,383 51,546 20,000 △ 31,546 327,359 212,000 △ 115,359

15,051,410 0 11,908 15,063,318 13,319,000 △ 1,744,318 7,885,818 5,281,000 △ 2,604,818 75,715,839 84,744,000 9,028,161

△ 112,272 0 △ 11,908 △ 124,180 381,000 505,180 △ 579,536 △ 281,000 298,536 △ 797,184 100,000 897,184

0 0 0 0 0 58,300 0 △ 58,300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,300 0 △ 58,300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,300 0 △ 58,300

△ 112,272 0 △ 11,908 △ 124,180 381,000 505,180 △ 579,536 △ 281,000 298,536 △ 738,884 100,000 838,884

172,106 △ 167,106 5,000 0 △ 5,000 △ 5,000 5,000 0 0 0

59,834 0 △ 179,014 △ 119,180 381,000 500,180 △ 584,536 △ 281,000 303,536 △ 738,884 100,000 838,884

5,997,612 0 219,211 6,216,823 6,804,910 588,087 1,349,138 697,753 △ 651,385 14,862,249 14,186,746 △ 675,503

6,057,446 0 40,197 6,097,643 7,185,910 1,088,267 764,602 416,753 △ 347,849 14,123,365 14,286,746 163,381

0 0 0 0 0 0 0 25,291,426 40,000,000 14,708,574

0 0 0 0 0 0 0 5,285,500 15,000,000 9,714,500

0 0 0 0 0 0 0 0 △ 27,533,241 △ 42,087,000 △ 14,553,759

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,043,685 12,913,000 9,869,315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,681,819 18,774,557 △ 1,907,262

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,725,504 31,687,557 7,962,053

6,057,446 0 40,197 6,097,643 7,185,910 1,088,267 764,602 416,753 △ 347,849 37,848,869 45,974,303 8,125,434

差異

【　正味財産増減計算書　内訳表　】
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

予算額 差異 合計 予算額
収益事業等会計

予算額 差異
法人会計
(管理費)
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議案第２号 会費の額について 

 令和３年度の会費の額は、引き続き法人運営の財務基盤充実を図るため、令和

２年度と同額の次の額とすることで承認を願う。 

 

１．個人正会員の会費     一口  ５，０００円 

 

２．企業・団体正会員の会費  一口 １０，０００円 

 

３．個人賛助会員の会費    一口  ２，０００円 

 

４．企業・団体賛助会員の会費 一口  ５，０００円 

 

５．上記会費は何れも一口以上とします。 

 

 

 

 

 

議案第３号  役員の報酬の額について 

 

 常勤理事の報酬は年総額 ３，９２４，０００円 以内とする。 

（令和２年度と同額） 
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議案第４号  役員の改選について 

 

 役員の任期は、定款第２８条で理事は２年、監事は４年と定められており、現

在の理事及び監事は通常総会終結とともに任期満了となることから、新たな理

事及び監事の選任につき承認を求めます。 

 

（別紙 理事及び監事 候補者名簿のとおり） 
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（別紙　理事及び監事　候補者名簿）

議案第４号　　役員の改選について

理事 會津　有峰 (一社)北海道森林土木建設業協会常務理事

理事 綾部　　勉 公益社団法人北海道森と緑の会参与

理事 新谷　克教 札幌市建設局みどりの管理担当部長

理事 内田　敏博 北海道木材産業協同組合連合会副会長

理事 熊谷　裕志 北海道町村会政務部部長

理事 煙山　泰子 木育ファミリー顧問

理事 高篠　和憲 NPO法人三笠森水遊学舎理事長

理事 戸澤　孝一 北海道商工会連合会専務理事

理事 長縄　道弘 北海道農業協同組合中央会協同活動推進室長

理事 那須　秀昭 北海道市長会事務局次長

理事 根布谷禎一 北海道森林組合連合会副会長

理事 古瀬　和由 (一社)北海道造園緑化建設業協会常務理事

理事 本間　靖敏 北海道漁業協同組合連合会代表理事常務

理事 森田　良二  (一財)北海道森林整備公社理事長

理事 山谷　吉宏 北海道信用保証協会会長

監事 工藤　　穂 北海道森林整備事業連合協議会事務局長

監事 本間　俊明 北海道山林種苗協同組合専務理事

　役員の任期は、定款第２８条で理事は２年、監事は４年と定められており、現在
の理事及び監事は通常総会終結とともに任期満了となることから、新たな理事及び
監事の選任につき承認を求めます。



 

 

その他①  

 

 

 

令和３年度事業計画並びに収支予算 
 

 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日 
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令和３年度事業計画並びに収支予算 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日 

 

 

 

令和３年度 事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

 北海道らしい豊かな森林を守り、育て、次の世代に引き継いでいくため、道民参加による森林づくり

の推進、「緑の募金」活動を通じた地域の緑化環境の整備、次代を担う子供たちに森の大切さ、森の楽

しさを伝える「木育」の推進に取り組みます。また、林業の普及推進を図るため、林業技術や山つくり

に関する情報の提供などを積極的に進めます。 

 また、今まで培ってきた森林ボランティア団体や環境 NPO との連携・ネットワークを活用し、企業に

森林づくり活動の方法を企画提案し、ＣＳＲ（社会貢献）活動としての企業の森づくりへの参加を促す

とともに、ボランティア団体による森林づくり活動への支援をより充実し、道内緑化活動の中核として

の役割を果たしていきます。 

 １０月に北海道で開催される「第４４回全国育樹祭」を成功させ、世代を越えて森林づくりを受け継

いでいく息の長い取組を進めるとともに、北海道発祥の「木育」の取組をさらに広めていきます。 

 なお、取組の実施にあたっては、新型コロナウイルスなどの感染拡大予防対策を徹底し、参加者や寄

附者などの安全に十分留意します。 

 

○推進項目 

  １（公1）森林整備緑化推進  ２（公2）緑の募金活動  ３（公3）北の大地の森づくり基金  

４（収1）刊行物発行・図書斡旋 

 

 

Ⅱ 事業計画 

１ （公１）森林整備緑化推進 

（１） 緑化活動の推進 

  道民参加による北海道らしい豊かな森づくりの実現のため、次の活動を行います。 

① （公社）国土緑化推進機構が公募する森林ファンド事業や（公社）ゴルフ緑化促進会からの助成

金、企業からの寄付金を活用し、道内で活動する緑化団体等に助成金を交付するとともに、国の

森林・山村多面的機能発揮対策事業の事務局として、ボランティア団体の活動支援に取り組み、

森林の保全や地域の緑化環境の整備促進を図ります。 

② モンゴルとの緑化技術等交流促進事業に取り組み、モンゴルにおける市民参加の森林づくりを支

援し、国際緑化の推進に協力します。 

③ 地域の住民や企業等の参加による植樹会を開催するとともに、樹木医などの協力を得て全道各地

に森林・林業、緑づくりの専門家を派遣するなどして技術及び知識の普及を図り、住民等が取り

組む緑づくり活動の促進に取り組みます。 

④ 「森の教室」の開催など幼稚園・保育園の園児や小学生を対象に、植樹や木とのふれあいの場を

提供し、「木育」の推進に取り組み、次代を担う青少年に森づくりの大切さの理解促進を図りま

す。 
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⑤国土緑化推進機構が募集した胆振東部地震復興支援の使途限定募金を活用し、被災地の学校の緑化

事業などに取り組みます。 

 

 

（２）林業技術普及 

地域の森林・林業の振興と発展に向け、森林・林業に関する技術知識の普及を促進し、森づくりの

担い手や山村地域のリーダーの育成を図るため、市町村等と普及組織とが連携した森づくりの普及啓

発活動を支援するほか、山つくりに取り組む森林所有者や木育活動団体を顕彰する「森と人を育てる

コンクール」を実施します。 

  また、林業グループ活動の活性化と推進を図るための「北海道林業グループ協議会」への支援や「北

海道指導林家連絡協議会」の活動への協力に努めるほか、各種事業を活用して林業後継者等の育成を

図ります。 

 

２ （公２）緑の募金活動 

（１）「緑の募金」運動の推進 

  令和３年度の「緑の募金」は目標額を４０，０００千円とし、北海道、北海道森林管理局、市町村

をはじめ、関係機関の協力を得て、積極的な取り組みを展開します。募金活動の取り組み方策につい

ては、家庭募金、職場募金、企業募金の積極的な推進や道の駅への募金箱設置、古本募金、お宝エイ

ド、ポイント募金などの工夫を行い、積極的に運動を推進します。 

 

 ① 募金運動期間 

   春期「緑の募金」運動期間         ４月１５日 ～  ５月３１日 

   北海道緑化募金              ６月 １ 日 ～  ６月３０日 

秋期「緑の募金」運動期間          ９月 １ 日 ～１０月３１日 

    

 ② 募金キャンペーン等の実施 

   街頭募金出発式を北海道木育フェスタ開会式と併せて５月８日（土）に実施するほか、春の募金

運動期間中、募金協力団体による街頭募金など緑化啓発運動への取り組みを実施します。 

   ただし、新型コロナウイルスなどの感染拡大予防対策に十分留意し、取組にあたっては関係者と

十分協議のうえで進めることとし、必要な場合は中止又は延期の判断をします。 

 

  ③ 募金拡大の取り組み 

   職場募金の協力要請先の拡大、家庭募金の拡大や道の駅、公共施設への募金箱設置について積極

的に市町村へ働きかけていくとともに、企業の CSR事業の一環として植樹活動への参加を呼びかけ

るなどして、企業の「緑の募金」への協力を促す取り組みを進めていきます。 

   また、引き続きお魚殖やす森づくりを進める使途限定募金を実施します。 

 

（２）「緑の募金」事業の推進 

 ① 緑化事業 

   市町村緑化推進委員会や当会が指定する「緑の募金」協力団体が実施する公園や街路などの公共

施設や学校周辺などの緑化の活動に助成するほか、緑の募金公募事業を実施し、地域で緑化活動に

取り組む団体に助成金を交付するとともに、緑づくりの専門家を派遣するなどして技術及び知識の

普及を図り、住民等が取り組む緑づくり活動の促進に取り組みます。また、募金協力企業等と連携

し、植樹などの緑化事業や木育活動を推進します。 

   また、使途限定募金「お魚殖やす森林づくり」に寄せられた募金を活用して漁協が行う植樹活動

に助成するとともに、小中学校の児童・生徒を対象にした「木工作品コンクール」に助成します。 
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 ② 緑化運動の普及啓発 

   青少年の緑化意識の高揚を図るため、全道の小中高の児童・生徒を対象とした「緑化活動啓発作

品コンクール」を北海道並びに北海道教育庁などの協力を得ながら実施します。 

また、幼稚園、保育園の園児等を対象にした「木育」の推進に取り組むとともに、広報誌「みど

りの Gift」、コンクール応募作品を使用したカレンダー等を関係機関、団体、会員等に配布するな

ど、緑化思想の普及啓発活動を積極的に推進します。 

第 44 回全国育樹祭の開催を記念して、北海道森林組合連合会、農林中央金庫札幌支店と共同で

「木育カルタ」を制作し、全道の幼稚園・認定子ども園、緑の少年団などに配布します。読み札、

絵札には過去の標語、ポスター原画応募作品を選定して使用します。 

 

３ （公３）北の大地の森づくり基金 

  第 44 回全国育樹祭の開催を機に、全国植樹祭及び全国育樹祭の開催理念である「道民協働による

森づくり」を北海道に定着させ、緑化機運のさらなる醸成を図るため、新たに協賛金を募集して「北

の大地の森づくり基金」を増資し、開催理念を継承する取り組みを関係機関や森づくりボランティア

団体等と連携して進めます。 

① 全国植樹祭記念の森の保全と活用 

    第 58 回全国植樹祭で植えられた樹木の保育管理を行う森林ボランティア活動を支援するとと

もに、この森を活用して行う森林体験や地域交流活動を推進し、全国植樹祭・育樹祭の開催理念

を地域に広く浸透させます。 

② 全国育樹祭開催記念事業 

    第 44 回全国育樹祭を成功させるため、参加する緑の少年団に対する支援や関連する記念事業

に取り組むとともに、開催の理念を永く将来にわたって受け継いでいくために、地域で取り組ま

れる育樹活動などを進めます。 

 

４ （収１）刊行物発行・図書斡旋 

  会員や森林所有者、森林ボランティア等の林業技術及び知識の向上と、一般道民、青少年への森林

・林業、緑づくりへの意識啓発の促進を図るため、林業普及誌「山つくり」の発行と配布、また、森

林・林業や緑づくりに関する解説書、技術書の刊行・頒布・斡旋を行います。 

  第 44回全国育樹祭を記念して、林野庁北海道森林管理局と共同で「北の森漫画」を出版し、参加者

及び緑の少年団に配布するほか、一般に頒布します。 

 

 

５ （他１）北海道公募事業 

  道が公募する「道民森づくりの集い」実施事業委託業務を受託し、一般道民が、気軽に森とふれあ

い、森づくりに参加できる機会の提供や森の姿の紹介などを行います。 
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正味財産増減予算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

森林整備緑
化推進事業

緑の募金事
業

北の大地基
金事業

共通 小計 刊行物・図書 北海道公募 共通 小計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部

(1)経常収益

特定資産運用益 0

受取会費 1,000 1,000

事業収益 22,165 35,547 7,700 0 65,412 15,370 1,300 0 16,670

国土緑化推進機構交付金 13,090 13,090 0

ゴルファ緑化事業助成金 475 475 0

受託事業 8,600 8,600 1,300 1,300

緑の募金（指定正味財産取崩収入） 35,547 35,547 0

北の大地（指定正味財産取崩収入） 7,700 7,700 0

刊行物売上 0 10,500 10,500

斡旋図書 0 1,950 1,950

図書販売手数料 20 20

広告料 0 2,900 2,900

受取寄付金 180 180 0

雑収益 1,150 1,150 40 40

経常収益計 23,315 35,547 7,700 1,180 67,742 15,410 1,300 0 16,710

森林整備緑
化推進事業

緑の募金事
業

北の大地基
金事業

共通 小計 刊行物・図書 北海道公募 共通 小計

(2)経常費用

23,315 35,547 7,700 1,180 67,742 15,407 1,300 0 16,707

役員報酬 155 930 155 1,240 0

給料手当 4,985 3,246 927 348 9,506 3,768 232 4,000

退職給付費用 0 0

福利厚生 913 705 187 62 1,867 674 41 715

旅費交通費 620 1,750 50 10 2,430 350 350

通信運搬費 328 730 120 106 1,284 300 300

減価償却費 63 62 125 0

会議費 0 0

刊行物発行費 0 6,700 6,700

斡旋図書仕入費 0 1,400 1,400

消耗品費 347 573 101 219 1,240 200 200

共益費 178 211 12 20 421 218 218

光熱水料費 141 84 8 15 248 114 114

賃借料 1,280 1,028 235 37 2,580 635 635

役務費 0 0

租税公課 376 376 383 383

支払負担金 309 960 80 1,349 0

支払助成金 8,470 19,940 2,500 30,910 0

事業推進費 5,100 2,821 3,400 11,321 1,010 1,010

資材費 2,400 2,400 0

委託費 0 0

管理諸費 190 190 475 475

支払手数料 40 157 26 223 180 180

雑費 10 12 5 5 32 10 17 27

経常費用計 23,315 35,547 7,700 1,180 67,742 15,407 1,300 0 16,707

当期経常増減額 0 0 0 0 0 3 0 0 3

森林整備緑
化推進事業

緑の募金事
業

北の大地基
金事業

共通 小計 刊行物・図書 北海道公募 共通 小計

        経常外収益計 0

経常外費用計 0

当期経常外増減額 0

他会計振替額 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 0 0 0 0 0 3 0 0 3

 一般正味財産期首残高 2,398 1,797 0 3,066 7,261 6,057 0 40 6,097

一般正味財産期末残高 2,398 1,797 0 3,066 7,261 6,060 0 40 6,100

緑の募金収益 40,000 40,000

4,000 4,000 0

△ 35,547 △ 7,700 △ 43,247 0

当期指定正味財産増減額 4,453 △ 3,700 753 0

指定正味財産期首残高 4,173 18,970 23,143 0

指定正味財産期末残高 8,626 15,270 23,896 0

2,398 10,423 15,270 3,066 31,157 6,060 0 40 6,100

事業費及び管理費

北の大地の森づくり基金

一般正味財産への振替額

Ⅲ正味財産期末残高

 ２．経常外増減の部

 (1) 経常外収益

 (2) 経常外費用

Ⅱ指定正味財産増減の部

科　　　目
公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業等会計

科　　　目
公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業等会計

科　　　目
公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業等会計
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正味財産増減予算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

（単位：千円）

経常収益

0 0 0 1 △ 1 特定資産運用益

4,000 5,000 5,000 0 4,967 33 受取会費

0 82,082 77,544 4,538 64,221 17,861 事業収益

13,090 13,480 △ 390 14,584 △ 1,494 国土緑化推進機構交付金

475 537 △ 62 580 △ 105 ゴルファ緑化事業助成金

9,900 7,740 2,160 8,656 1,244 受託事業

35,547 35,547 0 25,291 10,256 緑の募金（指定正味財産取崩収入）

7,700 6,540 1,160 2,242 5,458 北の大地（指定正味財産取崩収入）

10,500 8,400 2,100 7,988 2,512 刊行物売上

1,950 2,300 △ 350 1,978 △ 28 斡旋図書

20 100 △ 80 11 9 図書販売手数料

2,900 2,900 0 2,891 9 広告料

1,000 1,180 1,150 30 1,192 △ 12 受取寄付金

1,190 1,150 40 4,538 △ 3,348 雑収益

5,000 89,452 84,844 4,608 74,919 14,533

5,000 89,449 84,744 4,705 75,716 13,733

2,480 3,720 3,721 △ 1 3,720 0 役員報酬

870 14,376 12,701 1,675 13,056 1,320 給料手当　

0 0 0 0 0 0 退職給付費用

487 3,069 2,799 270 2,734 335 福利厚生

100 2,880 2,665 215 1,724 1,156 旅費交通費

65 1,649 1,642 7 1,610 39 通信運搬費

125 140 △ 15 255 △ 130 減価償却費

330 330 370 △ 40 254 76 会議費

6,700 4,700 2,000 6,548 152 刊行物発行費

1,400 1,600 △ 200 1,393 7 斡旋図書仕入費

41 1,481 1,499 △ 18 1,861 △ 380 消耗品費

41 680 1,340 △ 660 1,269 △ 589 共益費　

7 369 150 219 143 226 光熱水料費

144 3,359 3,960 △ 601 3,883 △ 524 賃借料　

0 0 0 0 0 役務費

71 830 834 △ 4 824 6 租税公課

69 1,418 1,988 △ 570 1,139 279 支払負担金

30,910 30,361 549 21,004 9,906 支払助成金

12,331 10,062 2,269 8,249 4,082 事業推進費

2,400 2,400 0 2,270 130 資材費

0 651 △ 651 1,942 △ 1,942 委託費

285 950 950 0 957 △ 7 管理諸費

403 403 554 △ 151 支払手数料

10 69 211 △ 142 327 △ 258 雑費

5,000 89,449 84,744 4,705 75,716 13,733 経常費用計

0 3 100 △ 97 △ 797 797

58

58         経常外収益計

経常外費用計

58 当期経常外増減額

0 他会計振替額

0 3 100 △ 97 △ 739 742 当期一般正味財産増減額

765 14,123 14,862 △ 739 14,862 △ 739  一般正味財産期首残高

765 14,126 14,962 △ 836 14,123 3 一般正味財産期末残高

40,000 40,000 0 25,291 14,709 緑の募金収益

4,000 15,000 △ 11,000 5,286 △ 1,286

△ 43,247 △ 42,087 △ 1,160 △ 27,533 △ 15,714

753 12,913 △ 12,160 3,044 △ 2,291 当期指定正味財産増減額

23,143 20,682 2,461 20,682 2,461 指定正味財産期首残高

23,896 33,595 △ 9,699 23,726 170 指定正味財産期末残高

765 38,022 48,557 △ 10,535 37,849 173 Ⅲ正味財産期末残高

令和２年度
決算

増減

令和２年度
決算

増減

令和２年度
決算

増減

事業費及び管理費

科　　　目

 ２．経常外増減の部

 (1) 経常外収益

 (2) 経常外費用

Ⅱ指定正味財産増減の部

北の大地の森づくり基金

一般正味財産への振替額

経常収益計

経常費用

科　　　目

科　　　目
法人会計

（管理費）
合計 増減

令和２年度
予算

増減

法人会計
（管理費）

合計
令和２年度

予算
増減

法人会計
（管理費）

合計

令和２年度
予算
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その他② 

資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

 

１．資金調達の見込みについて 

令和３年度の借入等による資金調達の予定はない 

 

 

２．設備投資の見込みについて 

   令和３年度の設備投資の予定はない 
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　　ポスター　小学校の部　【　応募　　6校　　７6作品　】

最優秀賞　 １点、　優秀賞　　３点、　奨励賞　　３点

審査結果 名　前 ふりがな 学校名 学年 性別 画　題 備　考

最優秀賞 磯部  田 いそべ　てん むかわ町立宮戸小学校 6 男 大きな木

優秀賞 田中 裕美佳 たなか　ゆみか 仁木町立銀山小学校 4 女 森の中の葉っぱたち

南　海輝 みなみ　かいき 知内町立湯ノ里小学校 4 男 自然の中を走る電車

津田　佳明 つだ　よしあき 知内町立知内小学校 6 男 緑で地球を守ろう！

岡崎　廉 おかざき　れん 共和町立北辰小学校 6 男 自然の命

福井　椿 ふくい　つばき 知内町立湯ノ里小学校 4 女 緑を大切にしよう

笠松　柚衣 かさまつ　ゆい 知内町立知内小学校 6 女 地球と緑

　　ポスター　中学校の部　【　応募　　１3校　　２１7作品　】

最優秀賞　 １点、　優秀賞　　３点、　奨励賞　　３点

審査結果 名　前 ふりがな 学校名 学年 性別 画　題 備　考

最優秀賞 伊藤　七珠 いとう　ななみ 浜中町立茶内中学校 3 女 はじまり
北海道教育長賞
（R３「緑の募金」チラシに採用）

明月　優花 あけつき　ゆうか 深川市立深川中学校 2 女 この手で緑を

佐々木 聖愛 ささき　せいら 千歳市立東千歳中学校 1 女 家族の木 北海道森林組合連合会会長賞

浅野　七海 あさの　ななみ 千歳市立東千歳中学校 2 女 生き物と木

髙嶋　拓海 たかしま　たくみ 滝川市立開西中学校 3 男 光のさす森

石橋　拓馬 いしばし　たくま 旭川市立東明中学校 2 男 この手で作ろう自然環境

長島 ひなた ながしま　ひなた 千歳市立東千歳中学校 3 女 生命の樹

　　ポスター　高等学校の部　【　応募　　２校　　４作品　】

最優秀賞　 １点、　優秀賞　　１点、　奨励賞　　２点

審査結果 名　前 ふりがな 学校名 学年 性別 画　題 備　考

最優秀賞 伊藤　愛梨 いとう　あいり 北海道富良野緑峰高等学校 2 女 作り上げる自然
北海道知事賞
（R3「緑の募金」ポスターに採用）

優秀賞 山久保 琢人 やまくぼ たくと 北海道帯広農業高校 2 男 日を受け輝く針葉樹

平澤　亜弥佳 ひらさわ　あやか 北海道富良野緑峰高等学校 2 女 受け継ぐ命

吉澤　心結 よしざわ　みゆう 北海道富良野緑峰高等学校 1 女 木と動物

　　標語の部　【　　応募　　６校　　３５１作品　】

最優秀賞　 １点、　優秀賞　　２点、　奨励賞　　７点

審査結果 名　前 ふりがな 学校名 学年 性別 作　　　品 備　考

最優秀賞 藤吉　姫楽 ふじよし　きらら 士別市立朝日中学校 3 女 育てよう　優しいその手で　未来の木
北海道知事賞
（R２「緑の募金」標語に採用）

西田　文香 にしだ　あやか 士別市立朝日中学校 3 女 この森は　私の未来　支えてる

森　希花 もり　ののか 岩見沢市立東小学校 3 女 やってみよう　未来につなげる　森づくり

城守　喜湖 じょうもり　きこ 士別市立朝日中学校 1 女 そよ風に　きらめく緑　いつまでも

畑川　彩加 はたがわ　あやか 江別市立対雁小学校 5 女 木への思い　地球を守る　第一歩

岩渕　涼花 いわぶち　すずか 白糠町立茶路小中学校 中３ 女 保とうよ　豊かな自然　いつまでも

工藤 いぶき くどう　いぶき 白糠町立茶路小中学校 小４ 女 森林が　みんなのえがお　つないでく

椙岡　孝太 すぎおか　こうた 北海道深川東高等学校 2 男 育てよう　未来を守る　森林を

越川　智久 こしかわ　ともひさ 江別市立対雁小学校 5 男 森林は　夢と空気を　乗せている

遠藤　亜未 えんどう　あみ 江別市立対雁小学校 3 女 考えよう　未来にのこす　木の命

令和2年度緑化活動啓発作品コンクール選考結果

優秀賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞
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[入賞作品の活用] 

入賞作品は、緑の募金ポスター、チラシ、当会のカレンダーに使用、当会広報誌「Ｇｉｆｔ」

に活用します。 

  2021緑の募金ポスター            2021緑の募金チラシ  

最優秀賞 （北海道知事賞）            最優秀賞 （北海道教育長賞）                                    

北海道富良野緑峰高等学校 伊藤 愛梨 さん       浜中町立茶内中学校 伊藤 七珠 さん 

 

  2021年緑の募金標語 最優秀賞（北海道知事賞） 士別市立朝日中学校 藤吉 姫楽 さん 

 

 

広報誌「みどりの Gift」表紙        2021森と緑の会カレンダー（入賞全作品を掲載）          

優秀賞（林野庁長官賞）            １月の絵は、北海道森林組合連合会長賞     

北海道帯広農業高等学校 山久保 琢人 さん     千歳市立東千歳中学校 佐々木 聖愛 さん    
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●森林所有者部門

◆最優秀賞

氏名・団体名 居住市町村 樹　　種 林齢
参加林分
の所在地

森林室名

清原　賢一 中標津町 カラマツ 38 中標津町 根　　室

菅野　勇夫 せたな町 ス　　ギ 33 せたな町 檜　　山

◆優秀賞

氏名・団体名 居住市町村 樹　　種 林齢
参加林分
の所在地

森林室名

清水　信男 豊浦町 トドマツ 40 豊浦町 胆　　振

南　　　　武 旭川市 トドマツ 42 旭川市 上川南部

佐々木　キミ子 剣淵町 トドマツ 45 剣淵町 上川北部

中野　浩司 訓子府町 トドマツ 43 訓子府町 オホーツク東部

去場共同山
代表　古川實 平取町 カラマツ 34 平取町 日　　高

藤尾　義次 当麻町 カラマツ 44 当麻町 上川南部

西田　啓晃 福島町 ス　　ギ 32 福島町 渡島西部

◆奨励賞

氏名・団体名 居住市町村 樹　　種 林齢
参加林分
の所在地

森林室名

大森　政春 仁木町 トドマツ 41 仁木町 後　　志

石川　　 敏 豊富町 トドマツ 36 豊富町 宗　　谷

落合　秀典 湧別町 トドマツ 32 湧別町 オホーツク西部

山田  治雄 芦別市 カラマツ 36 芦別市 空　　知

松本　  丞 石狩市 カラマツ 34 石狩市 石　　狩

中村　  武 遠別町 カラマツ 36 遠別町 留　　萌

永井　勝正 帯広市 カラマツ 31 豊頃町 十　　勝

八巻　治次 釧路市 カラマツ 32 白糠町 釧　　路

濵田　孝子 北斗市 ス　　ギ 31 北斗市 渡島東部

●木育活動を行う団体部門

◆最優秀賞

団体名

特定非営利活動法人
おうむ夢プロジェクト

◆優秀賞

団体名

胆振森林サポーターの会

令和２年度 森と人を育てるコンクール入賞者名簿

※トドマツ・アカエゾの部については、最優秀賞の該当なし

活　動　所　在　地 森林室名

活　動　所　在　地 森林室名

厚真町・苫小牧市 胆　　振

雄　武　町 オホーツク西部
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感謝状贈呈区分 団体名 所在地

ダイドードリンコ株式会社東北営業部札幌オフィス 札幌市

北海道鮨商生活衛生同業組合 札幌市

ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社北海道営業本部 札幌市

一般社団法人　北海道森林土木建設業協会 全　道

株式会社　中山組 札幌市

当別町　北栄町町内会 当別町

株式会社RITARU 札幌市

当別町　西町町内会 当別町

トヨタモビリティパーツ株式会社 札幌市

函館市　桔梗町会 函館市

北海道指導林家連絡協議会 全　道

当別町　春日町町内会 当別町

当別町　太美スターライト町内会 当別町

岩田地崎建設株式会社 札幌市

函館市　根崎町会 函館市

函館国有林退職者緑の募金推進協議会 函館市

株式会社　山本ビル 旭川市

当別町　スウェーデンヒルズ町内会 当別町

オホーツク森の案内友の会 北見市

当別町　太美東町内会 当別町

当別町　太美北町内会 当別町

函館市　北美原町会 函館市

当別町　緑町町内会 当別町

当別町　六軒町町内会 当別町

赤坂木材株式会社 北見市

一般社団法人　札幌林材協会 札幌市

枝幸漁業協同組合 枝幸町

高下　誠治 東京都

国土緑化推進機構理事長

令和２年度「緑の募金」顕彰者

北海道森と緑の会理事長
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令和２年度　「緑の募金」実績　（3月31日現在）

単位：円

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他

1   札幌市 455,295 0 0 242,295 213,000 0 0 409,223 111%

2   江別市 231,544 0 0 77,222 0 46,407 107,915 247,311 94%

3   千歳市 388,321 0 0 384,821 0 0 3,500 404,685 96%

4   恵庭市 716,441 0 0 187,941 528,500 0 0 792,290 90%

5   北広島市 630,687 562,625 0 38,562 0 0 29,500 560,952 112%

6   石狩市 362,319 0 0 63,529 295,000 0 3,790 422,564 86%

7   当別町 1,148,877 947,635 0 13,282 187,960 0 0 1,012,772 113%

8   新篠津村 143,914 120,500 0 23,414 0 0 0 169,664 85%

9   石狩支部 40,608 0 0 40,608 0 0 0 67,962 60%

計 4,118,006 1,630,760 0 1,071,674 1,224,460 46,407 144,705 4,087,423 101%

1   函館市 1,143,235 1,010,881 0 83,251 2,722 46,381 0 1,466,480 78%

2   北斗市 147,225 0 0 58,679 51,427 21,226 15,893 223,215 66%

3   松前町 31,852 0 0 22,958 0 8,894 0 33,963 94%

4   福島町 0 0 0 0 0 0 0 29,500 0%

5   知内町 47,337 0 0 1,006 32,435 13,896 0 55,015 86%

6   木古内町 46,016 0 0 25,445 15,000 5,330 241 38,025 121%

7   七飯町 19,363 0 0 14,363 5,000 0 0 0 #DIV/0!

8   鹿部町 20,500 20,500 0 0 0 0 0 22,600 91%

9   森町 0 0 0 0 0 0 0 59,887 0%

10   八雲町 45,258 0 0 24,753 20,505 0 0 51,265 88%

11   長万部町 17,612 0 0 1,135 78 12,732 3,667 39,304 45%

12 渡島森と緑の会 96,378 0 0 90,878 0 0 5,500 99,867 97%

計 1,614,776 1,031,381 0 322,468 127,167 108,459 25,301 2,119,121 76%

1   江差町 113,571 0 0 77,450 0 29,862 6,259 100,704 113%

2   上ノ国町 68,240 67,530 0 0 0 0 710 62,530 109%

3   厚沢部町 53,162 0 0 41,167 0 6,995 5,000 81,980 65%

4   乙部町 37,266 0 0 7,022 14,570 15,674 0 37,478 99%

5   奥尻町 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

6   今金町 69,781 5,000 0 50,159 10,000 4,622 0 88,328 79%

7   せたな町 88,203 6,790 0 21,268 40,000 20,145 0 236,986 37%

計 430,223 79,320 0 197,066 64,570 77,298 11,969 608,006 71%

1   小樽市 85,745 0 0 65,730 0 20,015 0 178,056 48%

2   島牧村 32,381 0 0 18,198 0 14,183 0 25,892 125%

3   寿都町 0 0 0 0 0 0 0 0

4   黒松内町 12,444 0 0 9,444 0 0 3,000 14,710 85%

5   蘭越町 168,326 143,519 0 0 0 24,807 0 163,316 103%

6   ニセコ町 145,100 145,100 0 0 0 0 0 142,344 102%

7   真狩村 0 0 0 0 0 0 0 68,837 0%

8   留寿都村 0 0 0 0 0 0 0 0

9   喜茂別町 0 0 0 0 0 0 0 0

10   京極町 113,663 110,200 0 1,525 1,938 0 0 144,446 79%

11   倶知安町 82,932 0 0 19,377 10,211 53,344 0 120,991 69%

12   共和町 110,899 0 0 100,458 0 10,441 0 109,101 102%

13   岩内町 89,495 0 0 53,073 0 36,422 0 80,819 111%

14   泊村 13,516 0 0 8,738 4,778 0 0 17,434 78%

15   神恵内村 0 0 0 0 0 0 0 0

16   積丹町 16,686 0 0 6,563 7,421 2,702 0 16,279 103%

17   古平町 0 0 0 0 0 0 0 10,010 0%

18   仁木町 126,795 113,800 0 9,720 0 3,275 0 126,281 100%

19   余市町 0 0 0 0 0 0 0 137,053 0%

20   赤井川村 3,005 2,000 0 1,005 0 0 0 19,555 15%

計 1,000,987 514,619 0 293,831 24,348 165,189 3,000 1,375,124 73%

1   夕張市 0 0 0 0 0 0 0 0

2   岩見沢市 63,400 63,400 0 0 0 0 0 164,530 39%

3   美唄市 251,928 95,110 0 45,045 111,773 0 0 453,311 56%

4   芦別市 0 0 0 0 0 0 0 0

5   赤平市 0 0 0 0 0 0 0 0

6   三笠市(NPO計上) 1,710 0 0 0 0 0 1,710 2,364 72%

7   滝川市 147,536 0 0 128,626 0 0 18,910 254,634 58%

8   砂川市 0 0 0 0 0 0 0 85,411 0%

9   歌志内市 14,603 0 0 7,603 0 0 7,000 15,816 92%

10   深川市 741,650 605,218 0 25,412 10,000 45,020 56,000 857,477 86%

11   南幌町 94,359 66,670 0 27,689 0 0 0 111,207 85%

振興局 番号 前年比募金額
　　　募金方法別内訳　　　

R元年度実績

空知

石狩

渡島

檜山

後志

市町村
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令和２年度　「緑の募金」実績　（3月31日現在）

単位：円

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他
振興局 番号 前年比募金額

　　　募金方法別内訳　　　
R元年度実績市町村

12   奈井江町 2,700 0 0 1,700 0 0 1,000 0 #DIV/0!

13   上砂川町 262,200 251,103 0 11,097 0 0 0 270,869 97%

14   由仁町 44,910 0 0 44,910 0 0 0 50,460 89%

15   長沼町 148,550 96,050 0 52,500 0 0 0 144,075 103%

16   栗山町 25,237 0 0 643 4,594 0 20,000 16,100 157%

17   月形町 13,955 0 0 0 13,095 860 0 26,702 52%

18   浦臼町 0 0 0 0 0 0 0 2,559 0%

19   新十津川町 9,461 0 913 5,448 3,100 0 0 8,031 118%

20   妹背牛町 34,704 23,040 0 11,664 0 0 0 32,800 106%

21   秩父別町 19,420 19,420 0 0 0 0 0 19,480 100%

22   雨竜町 0 0 0 0 0 0 0 0

23   北竜町 18,125 18,125 0 0 0 0 0 16,600 109%

24   沼田町 18,015 0 0 10,338 0 7,677 0 11,962 151%

計 1,912,463 1,238,136 913 372,675 142,562 53,557 104,620 2,544,388 75%

1   旭川市 740,886 0 0 406,465 333,021 1,400 0 892,688 83%

2   士別市 0 0 0 0 0 0 0 74,270 0%

3   名寄市 118,948 0 0 96,665 0 22,283 0 205,333 58%

4   富良野市 0 0 0 0 0 0 0 52,262 0%

5   幌加内町 14,352 13,810 0 449 93 0 0 66,536 22%

6   鷹栖町 100,857 75,550 0 20,307 0 0 5,000 97,724 103%

7   東神楽町 0 0 0 0 0 0 0 0

8   当麻町 30,511 0 0 10,642 14,869 0 5,000 29,940 102%

9   比布町 18,257 0 0 15,057 0 3,200 0 19,549 93%

10   愛別町 0 0 0 0 0 0 0 0

11   上川町 3,051 0 0 3,051 0 0 0 19,592 16%

12   東川町 0 0 0 0 0 0 0 0

13   美瑛町 0 0 0 0 0 0 0 0

14   上富良野町 13,858 0 0 13,858 0 0 0 12,153 114%

15   中富良野町 0 0 0 0 0 0 0 12,276 0%

16   南富良野町 12,115 0 0 1,211 0 10,904 0 13,677 89%

17   占冠村 0 0 0 0 0 0 0 84,989 0%

18   和寒町 11,944 0 0 11,944 0 0 0 16,824 71%

19   剣淵町 0 0 0 0 0 0 0 0

20   下川町 12,982 0 0 6,967 6,015 0 0 16,689 78%

21   美深町 54,000 0 0 43,572 0 0 10,428 50,000 108%

22   音威子府村 0 0 0 0 0 0 0 0

23   中川町 27,373 0 0 0 27,373 0 0 0

計 1,159,134 89,360 0 630,188 381,371 37,787 20,428 1,664,502 70%

1   留萌市 80,732 0 0 50,732 30,000 0 0 216,795 37%

2   増毛町 24,554 0 10,449 14,105 0 0 0 79,042 31%

3   小平町 31,669 0 0 20,609 0 11,060 0 34,996 90%

4   苫前町 162,761 125,740 0 16,874 0 20,147 0 155,365 105%

5   羽幌町 14,961 0 13,412 1,549 0 0 0 17,950 83%

6   初山別村 232,900 232,900 0 0 0 0 0 236,000 99%

7   遠別町 8,889 0 0 7,608 0 0 1,281 46,030 19%

8   天塩町 30,408 0 0 0 0 6,408 24,000 79,738 38%

計 586,874 358,640 23,861 111,477 30,000 37,615 25,281 865,916 68%

1   稚内市 74,215 0 27,795 30,908 2,157 13,355 0 110,172 67%

2   幌延町 143,320 143,320 0 0 0 0 0 157,435 91%

3   猿払村 174,500 174,500 0 0 0 0 0 142,700 122%

4   浜頓別町 0 0 0 0 0 0 0 0

5   中頓別町 117,047 0 0 58,239 0 8,808 50,000 125,316 93%

6   枝幸町 272,640 272,640 0 0 0 0 0 274,640 99%

7   豊富町 5,122 0 0 583 0 4,539 0 43,701 12%

8   礼文町 0 0 0 0 0 0 0 304,789 0%

9   利尻町 167,769 0 0 0 0 167,769 0 199,288 84%

10   利尻富士町 0 0 0 0 0 0 0 45,047 0%

計 954,613 590,460 27,795 89,730 2,157 194,471 50,000 1,403,088 68%

1   北見市 328,785 0 0 328,785 0 0 0 549,637 60%

2   網走市 177,971 0 0 48,864 0 44,107 85,000 282,062 63%

3   紋別市 114,111 0 0 114,111 0 0 0 170,659 67%

4   大空町 7,788 0 0 4,313 1,967 0 1,508 9,372 83%

5   美幌町 118,411 0 0 14,817 47,894 0 55,700 204,627 58%

空知

上川

留萌

宗谷

オホー
ツク
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令和２年度　「緑の募金」実績　（3月31日現在）

単位：円

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他
振興局 番号 前年比募金額

　　　募金方法別内訳　　　
R元年度実績市町村

6   津別町 59,172 0 0 29,172 30,000 0 0 82,247 72%

7   斜里町 128,395 0 0 42,497 51,791 26,607 7,500 112,057 115%

8   清里町 2,697 0 0 2,697 0 0 0 8,149 33%

9   小清水町 52,832 0 0 22,296 0 10,536 20,000 49,920 106%

10   訓子府町 85,956 0 0 50,956 35,000 0 0 73,020 118%

11   置戸町 208,173 57,075 0 10,805 120,000 4,293 16,000 224,795 93%

12   佐呂間町 163,000 123,180 0 9,091 10,000 0 20,729 150,000 109%

13   遠軽町 94,676 0 0 13,852 80,824 0 0 97,377 97%

14   湧別町 45,271 0 0 0 20,000 22,592 2,679 60,703 75%

15   滝上町 9,892 0 0 9,892 0 0 0 7,067 140%

16   興部町 0 0 0 0 0 0 0 20,137 0%

17   西興部村 0 0 0 0 0 0 0 3,598

18   雄武町 30,153 2,442 0 14,742 10,249 2,720 0 32,236 94%

19 　北見市留辺蘂 0 0 0 0 0 0 0 43,630 0%

計 1,627,283 182,697 0 716,890 407,725 110,855 209,116 2,181,293 75%

1   室蘭市 243,504 88,000 0 5,000 150,504 0 0 569,518 43%

2   苫小牧市 378,397 130,980 0 0 157,223 2,026 88,168 941,097 40%

3   登別市 50,500 0 50,500 0 0 0 0 134,244 38%

4   伊達市 76,300 0 0 76,300 0 0 0 266,387 29%

5   豊浦町 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

6   洞爺湖町 0 0 0 0 0 0 0 0

7   壮瞥町 0 0 0 0 0 0 0 0

8   白老町 48,164 0 0 24,761 0 3,303 20,100 56,094 86%

9   安平町 0 0 0 0 0 0 0 0

10   厚真町 120,077 0 0 10,000 84,890 3,131 22,056 226,329 53%

11   むかわ町 0 0 0 0 0 0 0 2,612

計 916,942 218,980 50,500 116,061 392,617 8,460 130,324 2,196,281 42%

1   日高町 35,590 0 0 35,590 0 0 0 11,666 305%

2   平取町 37,686 28,186 0 0 0 0 9,500 37,708 100%

3   新冠町 0 0 0 0 0 0 0 0

4   新ひだか町 144,074 0 0 3,074 141,000 0 0 134,264 107%

5   浦河町 11,676 0 0 11,676 0 0 0 10,508 111%

6   様似町 0 0 0 0 0 0 0 479,298

7   えりも町 47,200 0 0 7,200 0 0 40,000 60,050 79%

8   日高支部 25,179 0 25,179 0 0 0 0 34,668 73%

計 301,405 28,186 25,179 57,540 141,000 0 49,500 768,162 39%

1   帯広市 290,205 0 0 78,855 193,569 17,781 0 393,900 74%

2   音更町 0 0 0 0 0 0 0 0

3   士幌町 0 0 0 0 0 0 0 25,949 0%

4   上士幌町 0 0 0 0 0 0 0 56,577 0%

5   鹿追町 158,776 88,100 0 15,751 54,100 825 0 159,645 99%

6   新得町 71,910 0 0 33,910 38,000 0 0 112,840 64%

7   清水町 121,442 0 0 19,864 101,578 0 0 137,225 88%

8   芽室町 30,725 0 0 10,725 20,000 0 0 32,254 95%

9   中札内村 0 0 0 0 0 0 0 45 0%

10   更別村 23,108 0 0 6,820 14,787 1,412 89 64,682 36%

11   大樹町 42,935 0 0 22,935 20,000 0 0 33,344 129%

12   広尾町 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

13   幕別町 83,356 9,450 0 37,906 36,000 0 0 98,352 85%

14   池田町 422,750 422,750 0 0 0 0 0 411,600 103%

15   豊頃町 0 0 0 0 0 0 0 50,945 0%

16   本別町 82,403 0 0 14,303 40,000 0 28,100 147,711 56%

17   足寄町 51,050 0 0 51,050 0 0 0 58,390 87%

18   陸別町 36,246 0 0 1,246 30,000 0 5,000 36,477 99%

19   浦幌町 44,436 0 0 8,000 7,000 7,217 22,219 38,528 115%

計 1,459,342 520,300 0 301,365 555,034 27,235 55,408 1,858,464 79%

1   釧路市 134,986 10,000 0 57,062 10,000 57,924 0 379,100 36%

2   釧路町 173,304 173,304 0 0 0 0 0 183,400 94%

3   厚岸町 57,821 10,000 0 17,821 30,000 0 0 130,937 44%

4   浜中町 158,650 138,050 0 0 0 0 20,600 162,697 98%

5   標茶町 88,524 0 0 68,426 20,098 0 0 158,049 56%

6   弟子屈町 315,641 118,000 261 47,575 137,594 12,211 0 259,561 122%

7   鶴居村 0 0 0 0 0 0 0 68,498 0%

オホー
ツク

胆振

日高

十勝

釧路
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令和２年度　「緑の募金」実績　（3月31日現在）

単位：円

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他
振興局 番号 前年比募金額

　　　募金方法別内訳　　　
R元年度実績市町村

8   白糠町 298,591 160,850 0 43,422 65,521 11,598 17,200 282,097 106%

9   音別緑推 119,678 49,950 0 0 66,861 2,867 0 134,141 89%

10   釧路支部 139,391 0 0 96,087 10,000 0 33,304 133,331 105%

計 1,486,586 660,154 261 330,393 340,074 84,600 71,104 1,891,811 79%

1   根室市 132,886 0 0 89,337 0 43,549 0 187,775 71%

2   別海町 564,539 467,800 0 78,167 3,036 15,536 0 625,688 90%

3   中標津町 63,309 0 0 4,691 18,000 40,618 0 171,028 37%

4   標津町 4,772 0 0 4,772 0 0 0 24,000 20%

5   羅臼町 0 0 0 0 0 0 0 19,638 0%

計 765,506 467,800 0 176,967 21,036 99,703 0 1,028,129 74%

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他

合計 18,334,140 7,610,793 128,509 4,788,325 3,854,121 1,051,636 900,756 24,591,708 75%

R元実績 24,591,708 8,501,243 2,976,748 5,456,467 4,299,185 2,427,060 931,005

増減 -6,257,568 -890,450 -2,848,239 -668,142 -445,064 -1,375,424 -30,249

前年比 74.6% 89.5% 4.3% 87.8% 89.6% 43.3% 96.8%

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他

1 石狩 4,118,006 1,630,760 0 1,071,674 1,224,460 46,407 144,705 4,087,423 101%

2 渡島 1,614,776 1,031,381 0 322,468 127,167 108,459 25,301 2,119,121 76%

3 檜山 430,223 79,320 0 197,066 64,570 77,298 11,969 608,006 71%

4 後志 1,000,987 514,619 0 293,831 24,348 165,189 3,000 1,375,124 73%

5 空知 1,912,463 1,238,136 913 372,675 142,562 53,557 104,620 2,544,388 75%

6 上川 1,159,134 89,360 0 630,188 381,371 37,787 20,428 1,664,502 70%

7 留萌 586,874 358,640 23,861 111,477 30,000 37,615 25,281 865,916 68%

8 宗谷 954,613 590,460 27,795 89,730 2,157 194,471 50,000 1,403,088 68%

9 オホーツク 1,627,283 182,697 0 716,890 407,725 110,855 209,116 2,181,293 75%

10 胆振 916,942 218,980 50,500 116,061 392,617 8,460 130,324 2,196,281 42%

11 日高 301,405 28,186 25,179 57,540 141,000 0 49,500 768,162 39%

12 十勝 1,459,342 520,300 0 301,365 555,034 27,235 55,408 1,858,464 79%

13 釧路 1,486,586 660,154 261 330,393 340,074 84,600 71,104 1,891,811 79%

14 根室 765,506 467,800 0 176,967 21,036 99,703 0 1,028,129 74%

合計 18,334,140 7,610,793 128,509 4,788,325 3,854,121 1,051,636 900,756 24,591,708 75%

R元実績 24,591,708 8,501,243 2,976,748 5,456,467 4,299,185 2,427,060 931,005

増減 -6,257,568 -890,450 -2,848,239 -668,142 -445,064 -1,375,424 -30,249

前年比 74.6% 89.5% 4.3% 87.8% 89.6% 43.3% 96.8%

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他

合計 6,957,286 1,174,401 4,970,828 0 812,057 9,488,198 73%

R元実績 9,488,198 449,651 1,031,862 7,361,348 24,767 620,570

増減 -2,530,912 -449,651 142,539 -2,390,520 -24,767 191,487

前年比 73.3% 0.0% 113.8% 67.5% 0.0% 130.9%

家庭 街頭 職場 企業 学校 その他

合計 25,291,426 7,610,793 128,509 5,962,726 8,824,949 1,051,636 1,712,813 34,079,906 74%

R元実績 34,079,906 8,501,243 3,426,399 6,488,329 11,660,533 2,451,827 1,551,575

増減 -8,788,480 -890,450 -3,297,890 -525,603 -2,835,584 -1,400,191 161,238

前年比 74.2% 89.5% 3.8% 91.9% 75.7% 42.9% 110.4%

R元年度実績 前年比

前年比募金額
　　　募金方法別内訳　　　

R元年度実績

募金額
　　　募金方法別内訳　　　

R元年度実績 前年比

R元年度実績 前年比

市町村計

根室

区分 番号

森と緑の会

全道計

区分

区分

振興局

区分

釧路

募金額
　　　募金方法別内訳　　　

募金額
　　　募金方法別内訳　　　
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緑と水の森林ファンド事業　４３件　８，１３６千円

振興局 市町村 事　　　業　　　名 実　施　主　体 事　　　業　　　内　　　容 実施場所

空知 深川市 青少年育成事業 深川市を緑にする会
小中学生を対象に、森林学習・木工作体験、青空園芸教室
や学校緑化を実施

深川市
市内学校等

空知 美唄市 「美遊の森」体験学習事業 美遊の森推進協議会
美唄市の小学校隣接の森林を利用し、森林学習や森林散策
等を実施

美唄市
中央小学校

空知 浦臼町
緑の少年団野幌森林公園道有林
育樹事業

うらうす緑の少年団
指導者及び団員の育樹や木育に対する意識を高めるため、
枝打ち体験や森林散策を実施

江別市
野幌森林公園

石狩 当別町 森林ボランティア活動推進事業 道民の森ボランティア協会
道民の森林や自然に対する理解を深めるため解説・現地案
内とリーダーの養成を実施

当別町
道民の森

石狩 札幌市
野幌自然休養林再生事業を中心と
した普及啓発事業

ＮＰＯシーズネット
森林再生と環境に配意した行動の意識啓発を図るため、保
育、生育調査・観察、森林学習等を実施

江別市
野幌森林公園等

石狩 札幌市 次世代に引き継ぐ森林づくり事業
北海道林業グループ協議
会

児童生徒や地域住民を対象とした木育や森林整備体験を実
施

道内各地

石狩 札幌市
北海道指導林家社会貢献緑化推
進事業

北海道指導林家連絡協議
会

指導林家による青少年や地域住民を対象とした植樹活動や
木育活動を実施

留萌地域
釧路地域

石狩 札幌市 お魚を増やす植樹運動促進事業
北海道漁業協同組合連合
会

全道各地区女性部代表者や関係業界などの参加者と漁連
新入職員等が植樹を実施

当別町
道民の森

石狩 札幌市 森林公園観察会 北海道林業技士会
森林の諸機能についての普及啓発を図るため、一般市民を
対象にした観察会を実施

江別市
野幌森林公園

石狩 恵庭市 林間学校 恵庭市立松恵小学校
ハイキングや野外炊飯などの自然体験、環境保全活動を通
して自然の良さ、厳しさを体験する活動を実施

恵庭市
えこりん村

石狩 札幌市
旭山希少種調査・保護 生物多様性
保全事業

旭山自然調査隊
旭山記念公園及び周辺都市環境林での希少種調査や保護
活動を実施

札幌市
旭山記念公園

石狩 札幌市
持続発展教育(ESD)に向けた木育
の取組

ようてい木育倶楽部
木育の普及啓発を図るため、ＥＳＤに向けた多様な木育プロ
グラムを開発し実施

札幌市内
盤渓小学校等

石狩 札幌市
家族きのこ観察会＆野生きのこ展
示活動事業

ＮＰＯ藻岩山きのこ観察会
親子で森林浴をしながら、楽しく学ぶきのこ観察会及び野生
きのこを展示し多くの人にきのこの魅力を普及啓発

札幌市
旭山記念公園

後志 京極町 町有林・げんきの森育樹事業 京極町森と緑の会
町民や緑の少年団員などによる町木ミズナラの枝打ちを実
施

京極町字川西

胆振 厚真町 身近な森林再発見
ＮＰＯ法人あつま森林むす
びの会

植生調査、森林整備や散策路の草刈り、ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ、馬搬
や森林教室等を実施

厚真町内

渡島 函館市 五稜郭保安林清掃事業
函館地方国有林退職者緑
の募金推進協議会

塀の修理・草刈・植木の剪定・ゴミ拾い・巣箱の設置及び利
用状況調査の実施

函館市
五稜郭保安林

渡島 森町
緑と水の森林ファンド事業、木育講
座

木育マイスター道南支部
木育マイスター道南支部と岐阜県立森林文化アカデミーによ
るワークショップを実施

森町
保育園・幼稚園等

檜山 江差町
ひやま木育フェスタ～全国育樹祭
開催記念～

北海道森と緑の会檜山支
部

木育ワークショップや森林散策を実施
厚沢部町緑町
土橋教育林

上川 美深町 「望の森」森林浴の集い 「望の森」を育てる会
小学生とエゾヤマザクラ28本の植樹を行うほか、町民を対象
に森林浴、森の音楽会、木工体験等を実施

美深町川西
（道有林）

ｵﾎｰﾂｸ 北見市
生物多様性の保全を目指したオ
ホーツクの森づくり事業

森林ボランティア「オホーツ
クの会」

オホーツクの森の整備をはじめ青少年育成や森林ボランティ
アリーダーの育成を実施

北見市
網走市

ｵﾎｰﾂｸ 津別町 津別「げんきの森」活用推進事業
津別「げんきの森」利用推
進実行委員会

枝打ちや伐倒体験、エゾヤマザクラ７本の植樹活動、ツリー
イング等森林に親しむ森林環境教育を実施

津別町
２１世紀の森

根室 中標津町
緑の少年団なかしべつ冒険クラブ
事業

緑の少年団なかしべつ冒険
クラブ

野外実習、基礎学習など自然体験活動を専門家の協力を得
ながら実施

中標津町
根室管内

石狩 札幌市 木育ひろばinチ・カ・ホ 北海道森と緑の会
木育の普及のため、緑の少年団や小中学生を対象に、パネ
ル展や木工体験などを実施

札幌市
地下歩行空間

石狩 札幌市 北海道木育フェスタ推進事業 北海道森と緑の会
木育の普及のため、木育フェスタ開会式や緑の募金出発式、
北海道植樹祭等を実施

札幌市
苫小牧市

石狩 札幌市 道民森づくりの集いin赤れんが 北海道森と緑の会
森づくりボランティア団体や道産木材を活用する団体等の参
加により、森林や林業・木材産業を守り支えることの大切さの
普及

札幌市

普及啓発事業　２５件　６，１７４千円

令和２年度　森と緑の会　緑化公募事業　一覧
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振興局 市町村 事　　　業　　　名 実　施　主　体 事　　　業　　　内　　　容 実施場所

空知 長沼町 馬追自然の森整備事業 長沼山岳会
登山口・遊歩道の草刈り・清掃、ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ、植樹運動への協
力、研修会の実施

長沼町
馬追自然の森

石狩 札幌市
台風被災森林の植栽及び育林活
動

ＮＰＯ北海道森林ボランティ
ア協会

野幌森林公園の下草刈り生長調査と札幌市澄川都市環境
林の倒木処理と育林管理を実施

江別市
野幌森林公園等

石狩 札幌市 サミットの森プロジェクト
北海道グリーン購入ネット
ワーク

美幌町の認証林において、一般住民を対象に、植林や下草
刈りの体験を実施

美幌町
FSC認証林

石狩 札幌市 地球環境のための森林保全事業
間伐ボランティア　札幌ウッ
ディーズ

市民レベルで近郊の森を蘇らせ、近隣住民のふれあいの場
となる森林整備を実施

札幌市、千歳市
当別町等

石狩 札幌市 「ラブアースの森づくり」事業
ＮＰＯ北海道市民環境ネット
ワーク

過去に植樹した箇所での森林保全活動と自然観察会を開催
し自然環境保全の啓発を実施

白老町字石山

石狩 北広島市 里見緑地内植樹・環境整備事業 里見緑地を守る会・どんぐり 里見緑地内の風倒木の処理と跡地周辺の植樹を実施
北広島市
里見緑地

石狩 札幌市
天売島における水源林整備と間伐
材の有効利用

ＮＰＯ近自然森づくり協会
天売島の水源林等の間伐による混交林化と間伐材の有効利
用を実施

羽幌町
天売島

胆振 豊浦町
風倒被害を軽減し野幌の自然豊か
な森づくり

レディスネットワーク21
風倒被害を受けた野幌森林公園の再生を図るため、風倒被
害箇所の植樹、下刈りを実施

江別市
野幌森林公園

日高 新冠町 日高の森づくり事業
日高の森を守り育てる会
「羆の社」

新冠町にある道有林や小学校を利用し、植樹活動のほか森
林環境学習を実施

新冠町
道有林ほか

日高 新ひだか町
新ひだか町営林友の会森林づくり
事業

新ひだか町営林友の会
新ひだか町の町有林において、エゾヤマザクラ３本の植樹と
記念碑の設置を実施

新ひだか町

渡島 八雲町 「おさかなの森づくり運動」事業 八雲町漁業協同組合 漁協・漁業者が主体となり河畔林の造成を実施
八雲町
町有林

渡島 函館市 市街地緑化事業 南かやべ森と海の会
鹿などの食害や風害防止のため保護管を使い、史跡大根遺
跡内等にヤマグリを植栽

函館市
大船遺跡敷地内

上川 占冠村 お魚を殖やす森づくり
占冠村森林人林業グルー
プ

占冠村有林や国有林での保育作業・植樹活動への参加及び
エゾシカ対策の実施

占冠村
村有林、国有林

上川 旭川市 ユネスコの森づくり 旭川ユネスコ協会
国有林でのミズナラ育苗、下草刈り、植樹及び緑化・森林保
護現地学習会を実施

東川町
国有林

上川 占冠村 赤岩青巖峡環境整備事業
ＮＰＯ占冠・村づくり観光協
会

国有林を活用し、広く道民が森と緑と水の循環が体験できる
フィールドの整備を実施

占冠村
赤岩青巌峡

上川 旭川市 森と市民をつなぐプロジェクト ＮＰＯもりねっと北海道
一般市民等を対象に間伐イベント及び市民山主を対象に森
づくり講座の実施

旭川市
東鷹栖ほか

十勝 帯広市 「帯広の森」づくり事業 帯広の森サポーターの会 市所有「帯広の森」内での間伐作業を実施
帯広市

帯広の森

釧路 釧路市 緑いっぱい事業
「緑いっぱい市民運動」世
話人会

植樹箇所の再生のための補植やシカ対策用ネット設営のほ
か、桜育樹活動の支援を実施

釧路市
運動公園ほか

ゴルファー緑化事業　４件　３０７千円

振興局 市町村 事　　　業　　　名 実　施　主　体 事　　　業　　　内　　　容 実施場所

石狩 石狩市
花川南防風林・外　樹名板設置事
業

石狩市花と緑の協議会
樹木への関心を深めるため、住宅地隣接の花川南防風林散
策道へ樹名板を設置

石狩市
花川南

胆振 伊達市 竹原通自治会植樹会 伊達市中央区第５自治会 平成30年度に完成した竹原通植樹帯へ植栽
伊達市
末永町

十勝 音更町 十勝牧場白樺並木再生事業
音更町十勝川温泉観光協
会

音更町内の白樺並木の再生を図るため、白樺植樹等の再生
事業を実施

音更町
十勝牧場

釧路 釧路町 自然の森公園づくり事業 どんぐりの森友の会
造成された埋立地等にエゾヤマザクラ５本のほかナナカマド・
紅葉やどんぐりの木の植樹を実施

釧路町
緑町5丁目

活動基盤整備事業　１８件　１，９６２千円
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緑の募金公募事業　３０件　１，２４２千円

振興局 市町村 事　　　業　　　名 実　施　主　体 事　　　業　　　内　　　容 実施場所

空知 深川市 深川フラワーロード事業 深川フラワーマスターの会
市街地沿道にﾌﾟﾗﾝﾀｰ・木樽風ﾎﾟｯﾄ、ﾌﾟﾗｻﾞ深川壁面にﾊﾝｷﾝｸﾞ
ﾊﾞｽｹｯﾄを設置

深川市内

空知 美唄市 地域緑化事業 美唄森と緑の会
みどり豊かな環境づくりや環境緑化活動の意識の向上を目
的に、街路植樹桝へのマリーゴールドの植栽

美唄市内

石狩 石狩市
浜益魚つきの森推進協議会事業
(植樹)

浜益魚つきの森推進協議
会

「千本ナラ」付近の森にて、地域住民や小中学生による植
樹・育樹活動を実施

石狩市
浜益区毘砂別

石狩 札幌市
篠路旧琴似川河川敷と散策路沿い
の緑化と美化の維持継続事業

篠路チョボラ会
篠路旧琴似川河川敷の草刈、川ざらい、樹木保育管理、補
植、花壇手入を実施

札幌市
篠路河川敷

石狩 千歳市 森と緑の会緑化公募事業 花サークルときの会 花壇に花苗を植栽し、育成・管理を実施
千歳市

図書館横

後志 余市町 リタロード植栽事業 リタロードを守る会
余市駅からの「リタロード」の歩道帯内植栽桝に花の植栽を
実施

余市町
国道沿線

胆振 苫小牧市 シンボルツリー植樹事業
認定こども園幼稚舎あいか
どんぐり保育園保護者会

子どもたちに、自然を慈しむ心、植物を育てる愛情や根気を
育むため、常緑針葉樹のシンボルツリーの植樹を実施

苫小牧市
幼稚園前庭

日高 浦河町 花いっぱい街づくり事業 華・花倶楽部
公共施設や市街地国道周辺（植樹帯）にビオラやベコニアな
どの苗等を植栽

浦河町
町内一円

日高 様似町 緑の募金公募事業 本町２丁目花の会 国道本町２丁目花壇への花苗の植え込み及び手入れ
様似町

本町２丁目

日高 平取町 沙流川と共生する植樹事業 ＮＰＯ沙流川愛クラブ
これまで植樹したサーモンパークやオコタン川等の下草刈り・
補植を継続して実施（エゾヤマザクラ20本を植樹）

日高町
福満・平賀

日高 様似町
令和２年度私たちの緑を創る支援
事業

様似経済同友会 地域の公共施設におけるエゾヤマザクラ５本の植樹を実施
様似町

アポイ岳入口

渡島 七飯町 笑顔いっぱい花いっぱい植栽事業
認定こども園どんぐりくぬぎ
の会

認定こども園どんぐりの園児と共に、園の花壇に花苗を植栽
七飯町

道路沿い花壇

檜山 江差町 江差町町民の森育樹祭 江差町緑化推進委員会 江差町町民の森のヒバの保育のため、下刈を実施
江差町

町民の森

檜山 江差町
漆の木植樹祭及び植栽地の保育
事業

江差塗工房
木材・漆・技術の一貫した地産地製を目指し、漆の木の植樹
を実施

厚沢部町
江差町

上川 旭川市 「みらいの森」ほか森林整備事業
旭川森林ボランティア倶楽
部

道有林での保育・間伐のほか、地域での森林整備ボランティ
ア活動を実施

当麻町
みらいの森

上川 士別市
緑化草花播種育苗管理業務（花
いっぱい運動）

士別市自治会連合会
士別市と共催で各自治会に花苗を配布し、市内全域に植栽
を実施

士別市内

留萌 羽幌町
みんなでつくるビオトープの緑化・
公園造成事業

羽幌みんなでつくる自然空
間協議会

地元高校生等と連携し、植樹・下草刈り・外来種駆除、公園
造成等を実施

羽幌町
自然空間はぼろ

ｵﾎｰﾂｸ 小清水町
ポン止別川散策路街路樹並木造成
緑化事業

ＮＰＯグラウンドワークこし
みず

小清水町の福祉施設や病院に付属する散策路の景観形成
のための街路樹並木造成(エゾヤマザクラ18本ほか植樹）

小清水町
共和川沿

ｵﾎｰﾂｸ 紋別市 みどりのふれあい緑化事業 オホーツク森林づくりクラブ
紋別市内で植樹祭での植樹、国有防風林整備、市有林整
備、花壇造成などを実施（エゾヤマザクラ10本ほか植樹）

紋別市内

ｵﾎｰﾂｸ 遠軽町 まるせっぷ『はな＊花』事業 えんがる商工会女性部 丸瀬布駅ホームやコミュニティセンターの花壇等に植栽
遠軽町

丸瀬布駅ほか

十勝 新得町 花いっぱい運動推進事業
新得町花いっぱい運動推
進委員会

会直営花壇、駅構内花壇、駅前立体花壇の造成、整備。園
芸講座にて基礎知識の指導

新得町内

十勝 帯広市 「帯広の森」づくり活動 美幌報徳会
「帯広の森」の一部を活動拠点として、郷土樹種を主体とした
森づくりを実施

帯広市
帯広の森

十勝 帯広市
帯広川排出口周辺の親水広場の
緑化・環境整備事業

帯広川伏古地区子どもの
水辺協議会

帯広川排出口周辺の親水広場の雑草・雑木の刈払いとラベ
ンダーや芝草の植栽管理を実施

帯広市
河川敷公園

十勝 幕別町 札内コミュニティプラザ緑化事業
幕別町手づくりのまち推進
委員会

札内コミュニティプラザにおいて、花のプランター、ハンギング
バスケット等の緑化を実施

幕別町
札内

釧路 標茶町
豊かな緑と魚のリバーサイド植樹活
動

豊かな緑と魚のリバーサイ
ド植樹活動実行委員会

釧路川の河川周辺に植樹し、河川の環境保全と森林の大切
さの普及啓発を実施（ヤチダモ、ドロノキ、エゾヤマザクラ5本
等を植樹）

標茶町
町有林

釧路 厚岸町 「社会貢献の森」森林づくり事業 くしろ森林サポーターの会
国有林に於いて、森林ボランティア活動として、除伐･枝打ち･
蔓きりを実施

標茶町
国有林

釧路 白糠町 町内会等緑化用苗木配布事業 白糠町緑化推進委員会
町内会等の団体へ緑化用苗木を配布し、自らによる公園施
設等への植栽を実施（エゾヤマザクラ25本ほか）

白糠町
各施設等

釧路 標茶町 植花事業
標茶町花いっぱいコスモス
推進会議

公共花壇に季節ごとの花の苗の植栽を実施
標茶町

駅前花壇ほか

根室 中標津町
令和2年度北海道植樹祭会場（サ
ミットの森）下刈作業

中標津町緑化管理組合
「サミットの森」の保育管理のため、ボランティアによる下草刈
を実施

中標津町
運動公園内

根室 別海町 別海連合町内会緑化事業 別海連合町内会 国道沿いの花壇で花苗を植栽し、育成・管理を実施
別海町

別海常盤町
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林業技術普及 刊行図書一覧 
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森林とみどりの技術者養成セミナーテキスト（54 種類）価格 1 部 400 円（税込み） 
 

専 門 
項 目 

番号 タ イ ト ル 

      
◎ 普  及 

 

    １ 普及指導活動の基本 
    ２ 森林・林業教育 
    ３ 森林教育プログラム作成の手引き 

 
◎ 経  営 

 
 
 
 
 

    １ 立木の評価 
    ２ 測量 
    ３ 測樹 
    ４ 林業経営（基礎編） 
    ５ 林業経営（応用編） 
    ６ 林業経営（カラマツ人工林長伐期施業） 
    ７ 林業経営（個人経営の実践編） 

 
◎ 造  林 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    １ 樹種の特性 
    ２ 人工林の施業－保育編－ 
    ３ 間伐－カラマツ編－ 
    ４ 間伐－トドマツ編－ 
    ５ ウダイカンバの収量・密度図 
    ６ 森林の立地 
    ７ 育成天然林施業 
    ８ グイマツ雑種Ｆ１の特性と苗木の判定 
    ９ トドマツの産地形成と施業 
  １０ 樹木の増殖 
  １１ 緑化樹の育成と維持管理 
  １２ カラマツ人工林 収量－密度図の使い方 
  １３ 複層林施業 
  １４ 針広混交林施業 
  １５ 森林の土壌 
  １６ 人工造林（植栽編） 
  １７ スギの人工林施業～特性と育て方～ 

◎ 林  産     １ 林産 
 

◎ 森林保護 
 
 
 
 
 

    １ 森林保護（造林木編） 
    ２ カラマツの病虫害 
    ３ 野ねずみの発生と防除 
    ４ トドマツの病虫害 
    ５ 緑化樹の病虫獣害 
    ６ 森林保護総論 
    ７ 気象害 

 
◎ 特用林産 

 
 
 
 

    １ きのこの原木栽培（シイタケ編） 
    ２ きのこの菌床栽培 
    ３ キハダ・タラノメ・ワサビの栽培 
    ４ クリ・クルミ・キリの栽培 
    ５ 小果実の栽培 
    ６ 山菜の栽培 

 
◎ 森林機能 
 (機能保全) 

 

    ２ 森・みどりのめぐみ（解説版） 
    ３ 耕地防風林のはたらき 
    ４ 森・みどりのめぐみ（解説版）Ⅱ 
    ５ 森・みどりのめぐみ（解説版）Ⅲ 

 
◎ 林業機械 

 
 
 
 

    １ 振動障害と予防 
    ２ チェーンソーの取扱い 
    ３ 刈払機の取扱い 
    ４ 伐木造材 
    ５ 林内作業車による集材 
    ６ 高性能林業機械と作業システム 

 
◎緑 化     

 

    １ 緑化技術 
    ２ 緑化樹木の維持管理 
    ３ 緑化樹木の増やし方 
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林業技術普及刊行図書 

 
区 分

 

 

        タ イ ト ル
 

 

 サイズ
 

 

頁数
 

 

頒価(円) 

(税込み) 

 

 

図 書 

 

 

 

 

 

 

 

樹木の名前を知る図鑑 B6判   83 1,430 

北海道 樹木の病気・虫害・獣害 A6判変形  224 2,600 

森あそび(知的障がいのある人のために) A4判  120 1,980 

北海道林業の見どころ A5判  276 2,000 

北海道林務関係名簿 A5判  267 2,200 

森林で

遊ぼう

シリー

ズ
 

 

№１ おもしろい木の話 新書判  145 1,000 

№２ もっと知りたい森と木の話 新書判  172 1,300 

№３ おもしろい草花の話 新書判  221 1,430 

№４ なつかしい森林の遊び 新書判  131 1,300 

№５ おもしろい森の生き物の話 新書判  191 1,300 

パンフ 

レット 

 

カラマツの長伐期施業 A4判       300 

複層林施業と林内の明るさ B5判       200 

森・みどりのめぐみ A4判       250 

アカエゾマツ人工林 A4判       200 

 

斡旋販売図書 

 
区 分

 

 

        タ イ ト ル
 

 

 サイズ
 

 

頁数
 

 

頒価(円) 

(税込み) 

図 書 

2018北海道の巨樹・名木150選 

－樹木医が巡る巨樹・名木の世界― 
 著者：今田秀樹 

B5判 163     2,000 

 *その他にも全国林業改良普及協会出版図書等を多数斡旋販売しています。 
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公益社団法人北海道森と緑の会 

定 款 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２２年 ３月２３日 北海道知事 移行認定） 

平成２２年 ４月  １日 移行登記 

（平成２４年度 通常総会 議決） 

平成２４年 ５月２２日 改正 
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公益社団法人 北海道森と緑の会 定款 

第 1章 総 則 

（名称） 

第 1条 この法人は、公益社団法人北海道森と

緑の会と称する。 

（事務所） 

第 2条 この法人は、主たる事務所を北海道札

幌市に置く。 

2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事

務所を必要な地に置くことができる。 

 

第 2章 目 的 及 び 事 業 

（目的） 

第 3条 この法人は、北海道らしい豊かな森林を

守り、育て、将来の世代に引き継ぐため、道民

の参加と協力による森林づくりの推進及び「緑

の募金による森林整備等の推進に関する法律」

（平成７年法律第 88号以下「緑の募金法」とい

う。）第 2条第 1項に規定する森林整備等の推

進を図り、もって道民の健康で文化的な生活の

向上と国際貢献に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するた

め、次の事業を行う。 

 (1) 森林づくり及び緑化の推進並びにこれら

に関する道民の理解の促進に関すること 

(2）森林・林業に関する技術及び知識の普及に

関すること 

  (3) 緑の少年団の育成、青少年に対する森林・

林業教育その他青少年による森林づくり

及び緑化の推進に関すること 

(4）森林ボランティア団体の育成及びネットワ

ーク化に関すること 

(5) 緑の募金法第 6条に規定する業務に関す

ること 

(6) 緑と水の森林基金に関すること 

(7) 北海道の国際友好交流に関する植樹緑化

活動に関すること 

(8）前各号の事業に関する情報又は資料の収集

及び提供に関すること 

  (9) その他この法人の目的を達成するため必

要な事業に関すること 

2 前項の事業は、北海道及び北海道と国際友好

提携関係にある地域において行うものとする。 

 

第 3章 会 員 

（法人の構成員） 

第 5条 この法人に、次の会員を置く。 

(1) 正会員   この法人の目的に賛同して

入会した個人又は団体 

(2) 賛助会員  この法人の事業を賛助する

ため入会した個人又は団体 

(3) 特別会員  この法人に功績のあった人

又は学識経験者で総会において推薦され

た人 

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律上の社員

とする。 

（会員の資格の取得） 

第 6条 この法人の会員になろうとする者は、

理事長が別に定める入会申込書により理事長

に申込し、その承諾を受けなければならな

い。 

（経費の負担） 

第 7条 この法人の事業活動に経常的に生じる

費用に充てるため、正会員及び賛助会員にな

った時及び毎年、正会員及び賛助会員は、総

会において別に定める会費を支払う義務を負

う。 

（任意退会） 

第 8条 会員は、理事会において別に定める退

会届を提出することにより、任意にいつでも

退会することができる。 

2 正会員は、前項の退会をもって一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律上の退社とす

る。 

（除名） 

第 9条 正会員が次のいずれかに該当するに至

ったときは、総会の決議によって当該正会員

を除名することができる。 
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  (1) この定款その他の規則に違反したとき。 

  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反

する行為をしたとき。 

 (3) その他除名すべき正当な事由があると

き。 

（会員資格の喪失） 

第 10条 前 2条の場合のほか、会員は、次のい

ずれかに該当するに至ったときは、その資格

を喪失する。 

 (1) 第 7条の支払義務を 2年以上履行しなか

ったとき。 

  (2) 総正会員が同意したとき。 

  (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

第 4章 総 会 

（構成） 

第 11条 総会は、すべての正会員をもって構成

する。 

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律上の社員総会とする。 

（権限） 

第 12条 総会は、次の事項について決議する。 

 (1) 正会員の除名 

 (2) 理事及び監事の選任又は解任 

 (3) 理事及び特別顧問の報酬等の額 

 (4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増

減計算書）の承認 

 (5) 定款の変更 

 (6) 解散及び残余財産の処分 

 (7) その他総会で決議するものとして法令又

はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第 13条 総会は、通常総会として毎年度５月に

1回開催するほか、必要がある場合に開催す

る。 

2 前項の通常総会をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律上の定時社員総会と

する。 

（招集） 

第 14条 総会は、法令に別段の定めがある場合

を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集

する。 

2 総正会員の議決権の 10分の 1以上の議決権

を有する正会員は、理事長に対し、総会の目

的である事項及び招集の理由を示して、総会

の招集を請求することができる。 

（議長） 

第 15条 総会の議長は、当該総会において正会

員の中から選出する。 

（議決権） 

第 16条 総会における議決権は、正会員 1名に

つき 1個とする。 

（決議） 

第 17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過

半数を有する正会員が出席し、出席した当該

正会員の議決権の過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正

会員の半数以上であって、総正会員の議決権

の 3分の 2以上に当たる多数をもって行う。 

 (1) 正会員の除名 

  (2) 監事の解任 

  (3) 定款の変更 

  (4) 解散 

 (5) その他法令で定められた事項 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際

しては、各候補者ごとに第 1項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の

合計数が第 23条に定める定数を上回る場合に

は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票

数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選

任することとする。 

(議決権の代理行使） 

第 18条 正会員は、他の正会員を代理人として

総会の議決権を行使することができる。この

場合においては、当該正会員又は代理人は、

あらかじめ代理権を証明する書面を提出しな

ければならない。  

2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなけれ

ばならない。  
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（書面による議決権の行使） 

第 19条 書面による議決権の行使は、議決権行

使書面に必要な事項を記載し、この法人に提

出して行う。  

2 前項の規定により書面によって行使した議決

権の数は、出席した正会員の議決権の数に算

入する。  

（議事録） 

第 20条 総会の議事については、法令で定める

ところにより、議事録を作成する。 

2 議長及び出席した理事長及び総会において選

任される議事録署名人２人は、前項の議事録

に記名押印する。 

 

第 5章 名誉会長、特別顧問及び相談役 

（名誉会長） 

第 21条 この法人に、任意の機関として、名誉

会長を置く。 

2 名誉会長は、理事会の決議に基づき、名誉職

として北海道議会議長を推戴する。 

3 名誉会長は無報酬とする。 

（特別顧問及び相談役） 

第 22条 この法人に、任意の機関として、１名

の特別顧問及び１名以上３名以下の相談役を

置くことができる。 

2 特別顧問は、名誉職とし、この法人に功績の

あった人を理事会の議決を経て推戴する。 

3 特別顧問は、理事長の求めに応じ、この法人

の活動に関する事項について助言するほか、

理事長の助言に基づきこの法人の栄典を行う

ことができる。 

4 特別顧問に対する報酬は、総会において定め

る総額の範囲内で、総会において別に定める

報酬等の支給の基準に従って算定した額を報

酬等として支給することができる。 

5 相談役は、理事会の議決を経て理事長が委嘱

する。 

6 相談役は、理事長の相談に応じるほか、理事

会から諮問された事項について参考意見を述

べることができる。 

7 相談役は無報酬とする。 

 

第 6章 役 員 

（役員の設置） 

第 23条 この法人に、次の役員を置く。 

 (1) 理事 11名以上 15名以内 

 (2) 監事 2名以内 

2 理事のうち 1名を理事長、1名を副理事長、1

名を専務理事とする。 

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律上の代表理事とし、専

務理事をもって同法第 91条第 1項第 2号の業

務執行理事とする。 

（役員の選任） 

第 24条 理事及び監事は、総会の決議によって

選任する。 

2 理事長及び副理事長並びに専務理事は、理事

会の決議によって理事の中から選定する。 

第 25 条 この法人の理事のうちには、理事のい

ずれか１人及びその親族その他特殊の関係が

ある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分

の１を超えて含まれることになってはならな

い。 

2 この法人の監事には、この法人の理事（親族

その他特殊の関係がある者を含む。）及びこ

の法人の使用人が含まれてはならない。ま

た、各監事は、相互に親族その他特殊の関係

があってはならない。 

（理事の職務及び権限） 

第 26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこ

の定款で定めるところにより、職務を執行す

る。 

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところ

により、この法人を代表し、その業務を執行

し、専務理事は、理事会において別に定める

ところにより、この法人の業務を分担執行す

る。 

3 副理事長は、理事長を補佐する。 
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4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に４箇月

を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行

の状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第 27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、

法令で定めるところにより、監査報告を作成

する。 

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事

業の報告を求め、この法人の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第 28条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する通常

総会の終結の時までとする。 

2 監事の任期は、選任後 4年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する通常総会の

終結の時までとする。 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期

は、前任者の任期の満了する時までとする。 

4 理事又は監事は、第 23条に定める定数に足

りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、新たに選任された者が就任

するまで、なお理事又は監事としての権利義

務を有する。 

（役員の解任） 

第 29条 理事及び監事は、総会の決議によって

解任することができる。 

（報酬等） 

第 30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただ

し、常勤の理事に対しては、総会において定

める総額の範囲内で、総会において別に定め

る報酬等の支給の基準に従って算定した額を

報酬等として支給することができる。 

 

第 7章 理 事 会 

（構成） 

第 31条 この法人に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第 32条 理事会は、次の職務を行う。 

 (1) この法人の業務執行の決定 

 (2) 理事の職務の執行の監督 

 (3) 理事長及び副理事長並びに専務理事の選

定及び解職 

（招集） 

第 33条 理事会は、理事長が招集する。 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故がある

ときは、各理事が理事会を招集する。 

（議長） 

第 34条 理事会の議長は、理事長がこれにあた

る。 

（決議） 

第 35条 理事会の決議は、決議について特別の

利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律第 96条の要件を満

たしたときは、理事会の決議があったものと

みなす。 

（議事録） 

第 36条 理事会の議事については、法令で定め

るところにより、議事録を作成する。 

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に

記名押印する。 

 

第 8章 緑の募金運営協議会 

（設置） 

第 37条 この法人は緑の募金運営協議会（以下

「運営協議会」という。）を置く。 

（権限） 

第 38条 運営協議会は、この法人の諮問に応

じ、毎事業年度の緑の募金に関する事業の事

業計画、収支予算その他の緑の募金の運営に

関する重要事項を調査審議する。 

（組織） 

第 39条 運営協議会は委員 10名以上 15名以内

で組織する。 

2 委員は、森林整備等に関する学識経験を有す

る人のうちから、北海道知事の認可を受けて
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理事長が任命し、その任期は 2年以内とす

る。ただし、再任は妨げない。 

3 前項の規定にかかわらず、補欠又は増員によ

り就任された委員の任期は、前任者又は現任

者の任期の満了する時までとする。 

（運営協議会会長） 

第 40条 運営協議会に会長（以下「協議会会

長」という。）を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

2 協議会会長は、運営協議会の会務を総理す

る。 

3 運営協議会の議長は、協議会会長がこれにあ

たる。 

4 協議会会長が欠けたとき又は事故があるとき

は、委員のうちから、協議会会長があらかじ

め定める人が、その職務を代行する。 

（委任） 

第 41条 この章に規定するもののほか、運営協

議会の運営に関する必要な事項は、理事会の

議決を経て、理事長が別に定める。 

 

第 9章 資産及び会計 

（資産の管理） 

第 42条 この法人の資産は、理事長が管理し、

その方法は、理事会において定める。 

2 緑の募金による寄付金に係る経理について

は、その他の経理と区分して行う。 

（事業年度） 

第 43条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日

に始まり翌年 3月 31日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第 44条 この法人の事業計画書、収支予算書、

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書

類については、毎事業年度の開始の日の前日

までに、理事長が作成し、理事会の承認を受

けなければならない。これを変更する場合

も、同様とする。 

2 前項の書類については、主たる事務所に、当

該事業年度が終了するまでの間備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第 45条 この法人の事業報告及び決算について

は、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を

作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の

承認を受けなければならない。 

 (1) 事業報告                       

 (2) 事業報告の附属明細書 

 (3) 貸借対照表 

 (4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

 (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増

減計算書）の附属明細書 

 (6) 財産目録 

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第

3号、第 4号及び第 6号の書類については、通

常総会に提出し、第 1号の書類についてはそ

の内容を報告し、その他の書類については承

認を受けなければならない。 

3 第 1項の書類のほか、次の書類を主たる事務

所に 5年間、従たる事務所に 3年間備え置

き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主

たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を

主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供す

るものとする。 

 (1) 監査報告 

 (2) 理事及び監事の名簿 

 (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記

載した書類 

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及び

これらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類 

 

第 10章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第 46条 この定款は、総会での決議によって変

更することができる。 

（解散） 

第 47条 この法人は、総会の決議その他法令で

定められた事由により解散する。 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 
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第 48条 この法人が、公益認定の取消しの処分

を受けた場合又は合併により法人が消滅する

場合（その権利義務を承継する法人が公益法

人であるときを除く。）には、総会の決議を

経て、公益目的取得財産残額に相当する額の

財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該

合併の日から 1箇月以内に、公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条

第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共

団体に贈与するものとする。 

（残余財産の帰属） 

第 49条 この法人が清算をする場合において有

する残余財産は、総会の決議を経て、国若し

くは地方公共団体又は公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第 5条第 17号

に掲げる法人であって租税特別措置法第 40条

第 1項に規定する公益法人等に該当する法人

に贈与するものとする。 

 

第 11章 公告の方法その他 

（公告の方法） 

第 50条 この法人の公告は、電子公告により行

う。 

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の

電子公告をすることができない場合は、官報に

掲載する方法による。 

第 51条  この法人は、保有する株式（出資）に

係わる議決権を行使してはならない。 

   附 則 

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律第 106条第 1項に

定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。 

2 この法人の最初の理事長は堀達也、専務理事

は阿部昭彦とする。 

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律第 106条第 1項に定める特例民

法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登

記を行ったときは、第 43条の規定にかかわら

ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日

とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と

する。 

   附 則 

1 この定款は、平成２４年５月２２日より施行

する。 
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役員等の報酬並びに費用に関する規程 

-55-



役員等の報酬並びに費用に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人北海道

森と緑の会（以下、「本会」という。）定款

第２２条第４項及び第３０条の規定に基

づき、役員等の報酬等に関し必要な基準

を定め、これを公表することにより、一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律

並びに公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の規定に照らし、役

員等への報酬等の支給金額の妥当性と透

明性の確保を図ることを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条 この規定において、次に掲げる用

語の定義は、本条各号のとおりとする。 

（１）役員等とは、理事、監事、名誉会長、

特別顧問、相談役をいう。 

（２）常勤理事とは、理事のうち、本会を主

たる勤務場所とする者をいう。 

（３）非常勤理事とは、理事のうち、常勤理

事以外の者をいう。 

（４）報酬等とは、役員等に支給される報

酬、賞与その他の職務遂行の対価とし

て受ける財産上の利益であり、職務の

遂行に当たって負担した費用とは区分

される。 

（５）費用とは、職務の遂行に伴い発生する

交通費、通勤手当、旅費（宿泊費を含む。）

等の経費をいう。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 本会は、総会において定める総額

の範囲内で、常勤理事及び特別顧問の職

務執行の対価として報酬等を支給するこ

とができる。 

２ 非常勤理事、監事、名誉会長、相談役に

は報酬等を支給しない。 

３ 常勤理事には、別紙の支給基準額表に

基づき報酬等を支給する。 

４ 特別顧問には、別紙の支給基準額表に

基づき報酬等を支給する。 

５ 役員等には、賞与を支給しない。 

 

（報酬等の額の決定） 

第４条 本会の常勤理事の報酬は、別紙の

支給基準額表の年額支給限度額を基準

（限度額）とし、各人の水準の決定及び具

体的な月額（定期同額報酬）の支給金額は、

理事会の決議によるものとする。 

２ 本会の特別顧問の報酬は、別紙の特別

顧問の支給基準を基準（限度額）とし、水

準の決定及び具体的な支給金額は、理事

会の決議によるものとする。 

 

（費用） 

第５条 本会は、理事・監事・名誉会長・特

別顧問・相談役が、その職務の遂行に当た

って負担した費用については、これを請

求のあった日から遅滞なく支払うものと

し、また必要金額が確定しており前払い

を要するものについては前もって支払う

ことができる。 

２ 常勤理事には、通勤に要する交通費と

して通勤手当を支給し、その計算方法は

当会の職員に対する就業規則に定める規

定に準ずる。 

 

（支給方法） 

第６条 本会の報酬等の支給並びに費用の

支払いについては、現金にて、毎月２１日
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に支給する方法によるものとする。 

 

（公表） 

第７条 本会は、この規程をもって、公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律第２０条第１項に定める報酬等の

支給の基準として公表するものとする。 

 

（改正） 

第８条 この規程の改正は、総会の決議に

より行うものとする。 

 

（附則） 

１ この規程は、一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第 106 条第１項に定める公益法人の設

立の登記の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

１常勤理事の支給基準 

支給基準額表 

（単位：千円） 

水準 年額支給限度額 

第 11級 8,300 

第 10級 7,500 

第 9級 6,200 

第 8級 6,000 

第 7級 5,700 

第６級 5,200 

第 5級 4,800 

第 4級 4,600 

第 3級 4,200 

第 2級 4,000 

第 1級 3,800 

 

※年額支給限度額とは、最大で支給できる

限度の金額を意味する。 

 

２特別顧問の支給基準 

  支給基準額表の年額支給限度額を 240

日で除した額に職務に従事した日数を乗

じた額 
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森と緑の会 役員名簿 

緑の募金運営協議会 委員名簿 
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名誉会長 村田　憲俊 （北海道議会議長）

相 談 役 藤井 　 裕 （北海道電力株式会社代表取締役社長)

役　職 氏　名 所　　　　　　属

理事長 堀　　達也 公益社団法人 北海道森と緑の会

副理事長 角舘　盛雄 学識経験者

専務理事 大堀　尚己 公益社団法人 北海道森と緑の会

理　事 那須　秀昭 北海道市長会事務局次長

理　事 熊谷　裕志 北海道町村会 政務部部長

理　事 戸澤　孝一 北海道商工会連合会専務理事

理　事 古瀬　和由 (一社)北海道造園緑化建設業協会常務理事

理　事 髙橋　直樹 北海道農業協同組合中央会総務部長

理　事 本間　靖敏 北海道漁業協同組合連合会代表理事常務

理　事 富田　満夫 北海道森林組合連合会代表理事副会長

理　事 森田　良二  (一財)北海道森林整備公社理事長

理　事 内田　敏博 北海道木材産業協同組合連合会副会長

理　事 會津　有峰 (一社)北海道森林土木建設業協会常務理事

理　事 中西　　亮 札幌市建設局　みどりの管理担当部長

理　事 髙篠　和憲 NPO法人三笠森水遊学舎理事長

監　事 菅原　道夫 石狩市森林組合代表理事組合長

監　事 荒川　　剛 北海道山林種苗協同組合専務理事

令和３年３月３１日現在

公益社団法人北海道森と緑の会　役員名簿
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令和３年３月３１日現在

氏  名 所　　　属 役　職

濱田　智子 北海道水産林務部 森林環境局長

沓澤　　敏 北海道林業会館 理事長

河野　裕之 北海道森林管理局 森林整備部長

岡本  光昭 学識経験者

齊藤　サダ 北海道の建設業に携わる女性の会 会長

上村　俊彦 北海道漁業協同組合連合会 環境部部長

中江　　徹 林業

上林　宏文 北海道教育庁 教育指導監

野宮　治夫 北海道市長会 参事

森　　哲子 ㈱クオリアット 代表取締役

山内　康弘 北海道町村会 事務局長

高本　　俊 札幌市建設局みどりの推進部 みどりの活用担当課長

濱田　修弘 北海道森林組合連合会 代表理事専務

「緑の募金運営協議会」委員名簿 
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令和３年度 通常総会 議案及び資料 

公益社団法人 北海道森と緑の会 

〒060-0004 札幌市中央区北 4条西 5丁目 1番地 林業会館 3階 

TEL 011-261-9022   FAX 011-261-9032 

E-mail  morimidori@h-green.or.jp 

ホームページ hhtps://www.h-green.or.jp/ 

 

 


